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第 1 章 総 則 

（目 的） 

第１条 この組合は、生活衛生関係営業の運営の       

適正化及び振興に関する法律に基づき、美

容営業について衛生措置の基準を遵守し、

衛生施設の改善向上並びに生活衛生関係営

業の振興を図る為、自主的活動を推進する

と共に、過度の競争により適正な衛生措置

を講ずることが阻害され、又は阻害される

恐れがある場合に、組合員の経営の安定を

もたらすための措置を自主的に講じ、もっ

て公衆衛生の向上と増進に資すると共に、

同業相より業権の確立を図り親睦を篤くし、

組合員及び技能者の資質を高めることを目

的とする。 

（名 称） 

第２条 この組合は三重県美容業生活衛生同業組

合と称する。 

（地 区） 

第３条  この組合の地区は三重県の区域とする。 

（事務所の所在地） 

第４条  この組合の主たる事務所を津市に置く。 

（支 部） 

第５条  この組合は別表に定める地域別に地区及 

び支部を設け、従たる事務所を置くことがで 

きる。 

（広告の方法） 

第 6 条 この組合の広告は、この組合の掲示板に

し、かつ必要があるときはこの組合発行の

新聞に掲載して行う。 

 

第２章 事 業 

（事 業） 

第７条 この組合は第１条の目的を達成する為に

次に掲げる事業を行う。 

1） 過度の競争により組合員が適正な衛生

措置を講ずることが阻害され又は阻害さ

れるおそれがある場合における料金の制

限 

2） 前号に掲げる事態が存する場合におけ

る営業方法の制限 

3） 第１号に掲げる事態が存する場合にお

ける営業施設の配置基準の設定 

 

 

4） 組合員に対する衛生施設の維持及び改 

善向上並びに経営の健全化に関する指導 

5） 組合員の営業に必要な材料・器具・化学

薬品の規格又は基準の検査及び必要ある

場合の共同購入 

6） 組合員の営業に関する共同施設 

7） 組合員に対する営業施設の整備改善及

び経営の健全化の為の資金の斡旋 

8） 組合員の営業に関する技能の改善向上

又は技能者の養成に関する施設 

9） 組合員の顕彰・弔慰及び技能者の表彰   

10) 美容師及び美容業に関する法令規則の                        

調査研究並びに対策 

11）美容業の特性に応じた税制の改革及び対

税対策の樹立に関する研究 

12) 組合員の共済に関する事業 

13) 第 1 号又は第 2 号に掲げる事業に関する

組合協約及び組合員の経済的地位改善の

為にする組合協約の締結 

14) 組合員の営業に係わる老人の福祉、及び

地域社会の福祉増進に関する事業につい

ての組合員に対する指導その他の当該事

業の実施する事業 

15) 前各号の事業に附帯する事業 

 

第３章 組 合 員 

（組合員） 

第８条 この組合の組合員となる資格は、組合の

地区内において美容師法の規定により届出

をなし美容業を開設している者とする。 

  ２．前項の資格者が法人の場合はその法人の

役員を組合員とする。 

（加 入） 

第９条 この組合に加入しようとする者は、加入

申込書に出資金及び加入手数料を添えて提

出するものとする。 

２．加入申し込みを受けたときは、特別の

理由なき限り理事会でその加入を承認し、

組合員名簿に登録する。 

３．前項の承認に当たっては正当な理由な

く加入を拒むことができない。 

（加入者の出資払込） 

第10条 前条第２項の承認を得た者は、遅滞なく

その引き受けようとする出資口数に応じ他
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の組合員の払込済出資額と同額の払込をし

なければならない。但し持分の全部又は一

部を継承することにより加入する時はこの

限りではない。 

（相続加入） 

第11条 死亡した組合員の相続人で、組合員たる

資格を有する者の一人が相続開始後 30日以

内に加入申出をしたときは、前 2 条の規定

に拘らず相続開始の時に組合員になったも

のとみなす。 

２．前項の規定により加入の申出をしよう

とする者は、他の相続人の同意書を提出

しなければならない。 

（脱 退） 

第12条 組合員は次の事由によって脱退する。 

1) 組合員たる資格の喪失 

2) 死亡又は解散 

3) 除名 

  ２．組合員に前項第 1 号及び第 2 号の事由が

あったときは遅滞なく届け出るものとす

る。 

  ３．組合員は第 1 項各号に定める事由による

ことなく脱退しようとする場合はこの組合

に予告し、その予告を行った日の属する事

業年度の末日において脱退することができ

る。 

  ４．前項の予告は当該事業年度の末日 60 日

前までに脱退の旨を記載した書面でしなけ

ればならない。 

（除 名） 

第13条 次の各号の 1 に該当する組合員は総代会

の議決によって除名することができる。こ

の場合においてこの組合員はその総代会の

会日 1 週間前までに当該組合員に対してそ

の旨を通知し、かつ総代会において弁明す

る機会を与えなければならない。 

1） 組合の事業を妨げ又は妨げようとする

行為をした組合員 

2） 組合の秩序を乱す行為をした組合員 

3） 組合の事業の利用に付き不正行為をし

た組合員 

4） 法令に違反しその他組合員の信用を失

わせるような行為のあった組合員 

5） 出資金の払込又は組合費を故意に 3 ヶ

月以上滞納した組合員（出資金の払込、経

費の支払いその他この組合に対する義務

を怠った組合員 

（脱退者の持分の払い戻し） 

第14条 組合員が脱退したときはその出資額を限

度として払い戻すものとする。但しその脱

退が除名によるときはその半額とする。 

  ２．この組合の財産をもってこの組合の債務

を完済するに足りないときは、脱退した組

合員はその出資口数に応じ、未払込出資額

を限度として損失額の払込をしなければな

らない。 

  ３．前２項における請求権は、その脱退の時

から２年間行われない場合は時効により消

滅する。 

（出資口数の減少） 

第15条 組合員は次の各号の 1 に該当する時は、

事業年度末においてその出資口数を減少す

べきことを請求することができる。 

1） 事業を休止したとき 

2） 営業の一部を廃止したとき 

3） その他特にやむを得ない理由があると

き 

２．この組合は前項の請求があったときは、

理事会においてその諾否を決する。 

  ３．出資口数の減少については前条の規定を

準用する。 

（届出事項） 

第16条 組合員はその氏名、名称又は営業を行う

場所を変更したときは、1 週間以内にその

旨をこの組合に届けなければならない。 

  ２．美容所の閉鎖、休業又は従業員の変更の

場合も又同じ。 

 

第４章 出資及び持分 

（出資の引受） 

第17条 組合員は出資 1 口以上を有しなければな

らない。 

（出資 1 口の金額） 

第18条 出資 1 口の金額は弐千円とする。 

（出資の払込） 

第19条 出資は一時に、その金額を払い込まなけ

ればならない。 

（出資口数の最高限度） 

第 20 条 一組合員の有する出資口数は、組合員

の総出資口数の 4 分の 1 を超えてはならない。 
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（持 分） 

第21条 組合員の持分は、この組合の正味財産に

ついて、その出資口数に応じて算定する。 

２．持分の算定に当たっては、その基礎と

なる金額で計算上不便な端数は切り捨てる

ものとする。 

 

第５章 総 会 

（総 会） 

第22条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の招集） 

第23条 総会は第 26 条の規定により組合が召集

する場合を除いて理事長が召集し、議長は

理事長が指名するかその都度詮衡委員を設

け選任する。 

（通常総会の招集） 

第24条 通常総会は理事会の議決により、任期満

了による総代改選の年の 4 月 1 日より 5 月

31 日までの間において召集しなければなら

ない。 

（臨時総会の招集） 

第25条 臨時総会は必要に応じ理事会の議決によ

り何時でも招集することができる。 

  ２．組合員が総組合員数の 5 分の 1 以上の同

意を得て、会議の目的たる事項及び召集

の理由を記載した書面を理事長に提出し

て総会の招集を請求したときは、理事会

はその請求のあった日から 20 日以内に臨

時総会の招集を決しなければならない。 

（組合員による総会の招集） 

第26条 前条第 2 項により臨時総会の招集請求し

た組合員は、その請求した日から 10日以内

に理事長が総会招集の手続きをしないとき

は、三重県知事の承認を得て臨時総会を招

集することができる。その場合における議

長はその臨時総会において選任するものと

する。 

（総会の手続） 

第27条 総会の招集は会日の 1 週間前までに、会

議の目的たる事項及び内容、日時、場所等

を明示した書面を組合員名簿に記載してあ

る組合員の住所（その者が別に通知又は催

告を受ける場所を組合に通知したときはそ

の場所）に宛てて送付して行うものとす

る。 

第28条 総会の延期又は続行の決議をすることが

できる。 

（総会の議決事項） 

第29条 次に掲げる事項は総会の議決を経なけれ

ばならない。 

1） 解散 

2） 総代の選任（補欠の総代の選任を除く） 

3） 非出資組合への移行に関する定款の変

更 

（総会の議事） 

第30条 総会は組合員数の半数以上の出席がなけ

れば議事を開いて議決することができない。

この場合において書面又は代理人によって

議決権を行使する組合員は出席したものと

みなす。 

  ２．総会の議事は出席者の議決権の過半数で

決する。但し組合の解散については総組合

員数の半数以上が出席し、その議決権の 3

分の 2 以上の多数による議決を必要とす

る。 

  ３．総会においては出席した組合員の 3 分の

2 以上の同意を得たときに限り、予め通知

のあった事項以外の事項についても議決す

ることができる。但し、次に掲げる事項に

ついては議決することができない。 

1） 定款の変更 

2） 解散 

3） 組合員の除名 

4） 法第 56 条の申出 

5） 法第 57 条の第 1 項の申出 

（議事録） 

第31条 総会の議事については、書面又は電磁的

記録をもって議事録を作成しなければなら

ない。 

２．総会の議事録は次に掲げる内容とするも

のでなければならない。 

 1) 総会が開催された日時及び場所（当該場

所に存しない役員又は組合員が総会に出席

した場合における当該出席の方法を含む） 

 2) 総会の議事の経過の要領及びその結果 

3) 総会に出席した役員の氏名 

 4) 議長の氏名 

 5) 議事録の作成に係る職務を行った理事の

氏名 

（議決権及び選挙権） 
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第32条 組合員は総会において、各々一個でかつ

平等の議決権及び選挙権を有する。 

  ２．組合員は書面又は代理人をもって、第

27 条により予め通知のあった事項につき

議決権又は選挙権を行うことができる。但

し、その組合員の親族もしくは使用人又は

他の組合員でなければならない。 

  ３．代理人は 10 人以上の組合員を代理する

ことができない。 

  ４．代理人は代理権を証する書面をこの組合

に差し出さなければならない。 

 

第６章 総 代 会 

（総代会） 

第33条 この組合は総会に代わる総代会を設け

る。 

  ２．総代の定数はその選任の時における組合

員の総数の10分の 1を下ってはならない。 

  ３．総代は各支部毎にその支部に属する組合

員により、当該組合員の内から候補者とし

て選出推薦された者につき、総会において

選任する。 

   ４．総代の任期は 3 ヵ年とする。但し再選さ

れた場合の就任は妨げない。又中途におい

て交替したときの補欠総代の任期は前任者

の残存期間とする。 

  ５．総代会は通常総代会及び臨時総代会とす

る。 

（総代の欠員の補充） 

第34条 総代の欠員の補充はその定数の 5 分の 1

以上の欠員を生じたとき、その他理事会で

必要と認めた場合総代会において行う。 

（総代会の招集） 

第35条 総代会は第 38 条の規定により総代を招

集する場合を除いて理事長が招集し、その

議長は理事長が指名するか詮衡委員により

選出する。 

（通常総代会の招集） 

第36条 通常総代会は理事会の議決により、第

24条に定める年以外の 4 月 1日から 5 月 31

日までの間において招集しなければならな

い。 

（臨時総代会の招集） 

第 36 条 臨時総代会は必要に応じ、理事会の議

決により何時でも招集することができ

る。 

  ２．総代が総代総数の 5 分の 1 以上の同意を

得て、会議の目的たる事項及び招集の理由

を記載した書面を理事長に提出して総代会

の招集を請求したときは、その請求があっ

た日から 20 日以内に臨時総代会を招集す

ることを決しなければならない。 

（組合員による総代会の招集） 

第37条 前条第 2 項の規定により臨時総代会の招

集を請求した総代は、その請求した日から 

10 日以内に理事長が総代会の手続をしない

ときは、三重県知事の承認を得て臨時総代

会を招集することができる。この場合にお

ける議長はその臨時総代会において選任す

るものとする。 

（総代会の手続） 
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4） 補欠の総代の選任 
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（総代会の議事） 

第42条 総代会は総代総数の半数以上の出席がな

ければ議事を開いて議決することができな

い。この場合において書面又は代理人によ

って議決権を行使する総代は出席したもの

とみなす。 

  ２．総代会の議事は出席者の議決権過半数で

決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

  ３．総代会において出席した総代の 3 分の 2

以上の同意を得たときに限り、予め通知の

あった事項以外の事項についても議決する

ことができる。 

（議事録） 

第43条 総代会の議事については、書面又は電磁

的記録をもって議事録を作成しなければな

らない。 

２．総代会の議事録は次に掲げる内容とする

ものでなければならない。 

 1) 総代会が開催された日時及び場所（当該

場所に存しない役員又は組合員が総代会に

出席した場合における当該出席の方法を含

む） 

2) 総代会の議事の経過の要領及びその結果 

 3) 総代会に出席した役員の氏名 

 4) 議長の氏名 

 5) 議事録の作成に係る職務を行った理事 

の氏名 

（議決権及び選挙権） 

第44条 総代は書面又は代理人をもって、予め通

知のあった事項につき議決権又は選挙権を

行使することができる。但し、他の組合員

でなければ代理人となることができない。 

  ２．代理人は 2 人以上の総代を代理すること

ができない。 

  ３．代理人は代理権を証する書面をこの組合

に差し出さなければならない。 

 

第７章 役員及び顧問職員 

（役 員） 

第45条 この組合に次に掲げる役員を置く。 

1） 理事 12 人以上 24 人以内 

2） 監事 3 人以内 

２．役員は支部、又は理事会において推薦

した候補を総代会において選任する。 

３．理事は組合員でなければならない。但

し、組合関連の組織、及び団体の代表者、

又はそれに準ずる者で、組合員でない者

は組合届け出済みの従業員に限る。 

４．理事又は監事の内、その 3分の 2を超え

る者が欠けたときは 3ヶ月以内に補充しな

ければならない。 

５．監事は組合員の中から総代会で選任す

る。 

（任 期） 

第46条 役員の任期は 3 年とする。但し、補欠役

員の任期は前任者の残存期間とする。 

（理 事） 

第47条 理事は理事会を組織して業務の執行にあ

たる。 

(理事長・副理事長） 

第48条 理事の内理事長 1 名を理事の互選により

決定し、理事長は副理事長３名以内を理事

の内から指名し、理事の承認を得るものと

する。 

1） 理事長は業務を総理しこの組合を代表

する 

2） 副理事長は理事長を補佐し理事長に事

故あるときは予め理事長の指名する副理

事長がその業務を代行する 

3） 副理事長は各委員会を分掌する 

（監 事） 

第49条 監事は会計及び業務の監査を行う。 

  ２．監事はこの組合の理事又は職員を兼ねて

はならない。 

（役員の報酬） 

第50条 役員の報酬は総代会において定める。 

（役員の解任） 

第51条 組合員は総組合員の 5 分の 1 以上の連署

をもって、解任の理由を記載した書面を理

事に提出して解任を請求することができ

る。 

  ２．前項の規定による解任の請求は、理事の

全員又は監事の全員について同時にしなけ

ればならない。但し、法令又はこの定款に

違反したことを理由として解任を請求する

ときはこの限りでない。 

  ３．第 1 項の規定による解任の請求があった

ときは理事はその請求を総代会の議に付し、

かつ総代会の会日から 1 週間前までにその
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請求に係わる役員に第 1 項の書面を送付し、

かつ総代会において弁明する機会を与えな

ければならない。 

  ４．第 1 項の規定による解任の請求について、

総代会において出席者の過半数の同意があ

ったときは、その請求に係わる役員はその

職を失うものとする。 

（顧問・相談役） 

第52条 この組合に顧問及び相談役を置くことが

できる。 

  ２．顧問及び相談役は学識経験のある者の内

から理事会の議を経て理事長が委嘱する。 

  ３．顧問及び相談役は理事長の諮問に応じ、

業務について意見を述べることができる。 

（職 員） 

第53条 この組合に事務局を設け、次に掲げる職

員を置くことができる。 

1) 事務局長 1 名 

2) 書 記 若干名 

  ２．職員は理事長が任命し、その命を受けて

庶務に従事する。 

  ３．職員の給与は理事会において定める。 

  ４．職員には定年を設ける。 

 

第８章 理 事 会 

（理事会の招集） 

第54条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、そ

の議長となる。 

２．理事長以外の理事は理事長に対し、理事

会の目的である事項を示して理事会の招集

を請求することができる。 

３．前項の請求があった日から５日以内に、

その請求があった日から２週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集通知が発せ

られない場合には、その請求をした理事は

理事会を招集することができる。 

４．理事会の招集は会日の１週間前までに、

会議の目的たる事項及び内容、日時、場所

等を明示した書面を各理事に送付して行

う。 

５．理事会全員の同意があるときは、前項の

招集の手続きを省略して理事会を開くこ

とができる。 

（議決事項） 

第55条 理事会において次に掲げる事項について

議決する。 

1） 総会又は総代会の招集及び総会又は総

代会に提案する議案 

2） 業務運営の具体的方針の決定 

3） 業務執行に関し理事会において必要と

認めた事項 

4） その他定款で定めた事項 

（理事会の議事） 

第56条 理事会の議事は理事の過半数が出席し、

その過半数で決する。 

  ２．理事会に出席できない理事は、予め通知

を受けた会議の目的たる事項について、書

面により議事に加わることができる。 

  ３．前項の規定により、賛否の意見を明らか

にした書面により議事に加わる理事は出席

したものとみなす。 

（理事会の議事録） 

第57条 理事会の議事については、書面又は電磁

的記録をもって議事録を作成し、出席した

理事はこれに署名し、又は記名押印しなけ

ればならない。 

２．理事会の議事録には次に掲げる事項を内

容とするものでなければならない。 

1) 理事会が開催された日時及び場所（当該

場所に存しない理事が理事会に出席した

場合における当該出席の方法を含む） 

2) 理事会が次に掲げるいずれかのものに

該当するときはその旨 

 イ）第 54 条第 2 項の規定による理事の請  

求を受けて招集されたもの 

 ロ）第 54 条第 3 項の規定により理事が招

集したもの 

3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果      

 4) 決議を要する事項について特別の利害 

関係を有する理事があるときは当該理事

の氏名 

5) 議長の氏名 

 

第９章 事 業 年 度 

（事業年度） 

第58条 この組合の事業年度は、毎年４月 1 日に

始まり翌年３月 31 日に終る。 
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代会に提案する議案 

2） 業務運営の具体的方針の決定 

3） 業務執行に関し理事会において必要と

認めた事項 

4） その他定款で定めた事項 

（理事会の議事） 

第56条 理事会の議事は理事の過半数が出席し、

その過半数で決する。 

  ２．理事会に出席できない理事は、予め通知

を受けた会議の目的たる事項について、書

面により議事に加わることができる。 

  ３．前項の規定により、賛否の意見を明らか

にした書面により議事に加わる理事は出席

したものとみなす。 

（理事会の議事録） 

第57条 理事会の議事については、書面又は電磁

的記録をもって議事録を作成し、出席した

理事はこれに署名し、又は記名押印しなけ

ればならない。 

２．理事会の議事録には次に掲げる事項を内

容とするものでなければならない。 

1) 理事会が開催された日時及び場所（当該

場所に存しない理事が理事会に出席した

場合における当該出席の方法を含む） 

2) 理事会が次に掲げるいずれかのものに

該当するときはその旨 

 イ）第 54 条第 2 項の規定による理事の請  

求を受けて招集されたもの 

 ロ）第 54 条第 3 項の規定により理事が招

集したもの 

3) 理事会の議事の経過の要領及びその結果      

 4) 決議を要する事項について特別の利害 

関係を有する理事があるときは当該理事

の氏名 

5) 議長の氏名 

 

第９章 事 業 年 度 

（事業年度） 

第58条 この組合の事業年度は、毎年４月 1 日に

始まり翌年３月 31 日に終る。 
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第 10 章 業務の執行及び会計 

（定款その他書類の備付け及び閲覧） 

第59条 理事は定款及び総会・理事会の議事録、

組合員名簿を主たる事務所に備えておかな

ければならない。 

  ２．前項の組合員名簿には次の事項を記載し

なければならない。 

1） 氏名又は名称及び住所 

2） 加入の年月日 

３．組合員及びこの組合の債権者は、何時

でも理事に対し第 1項の書類の閲覧を求め

ることができる。この場合には理事は正

当な理由がないのに拒んではならない。 

（決算関係書類の提出備付け及び閲覧） 

第60条 理事は通常総会、総代会の会日 1 週間前

までに、事業報告書、財産目録、貸借対照

表及び収支決算書を監事に提出し、かつこ

れらの書類を主たる事務所に備えておかな

ければならない。 

  ２．理事は監事の意見を添えて、前項の書類

を通常総会、総代会に提出し、その承認を

求めなければならない。 

  ３．組合員及びこの組合の債権者は、何時で

も理事に対し第 1 項の書類の閲覧を求める

ことができる。この場合には理事は正当な

理由がないのに拒んではならない。 

（会計帳簿の閲覧） 

第61条 組合員は総組合員の 10分の 1以上の同意

を得て、何時でも理事に対し会計に関する

帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。

この場合には理事は正当な理由がないのに

拒んではならない。 

（経費の支弁） 

第62条 この組合の経費は次の各号に掲げるもの

をもって支弁するものとする。 

1） 出資金 

2） 組合費 

3） 手数料及び使用料の収入 

4） その他の収入 

（組合費） 

第63条 この組合は組合員に対し組合費を賦課す

る。 

  ２．前項の組合費の賦課額及び方法は、事業

年度毎に総会、総代会において決定する。 

（使用料） 

第64条 この組合は組合の施設を利用した者に対

し、使用料を課することができる。 

  ２．前項の使用料の額は理事会において決定

する。 

（手数料） 

第65条 この組合は組合員に代わって、当該組合

員及び組合内外の団体・組織、業者等の利

便、利益のためにした行為に対して手数料

を課することができる。 

  ２．前項の手数料の額は理事会において決定

する。 

（延滞金） 

第66条 この組合は、組合員が過怠金、組合費、

使用料、手数料、払い込むべき出資金、そ

の他この組合に対する債務を履行しないと

きは、履行の期限に到来した日の翌日から

履行の日まで日歩５銭の割合で延滞金を徴

収することができる。 

（貸付金保証金額の限度） 

第67条 一組合員に対する貸付金及び組合員のた

めにする保証金額の最高限度は、事業年度

毎に総会、総代会の議決を経なければなら

ない。 

（法定準備金） 

第68条 この組合は出資総額に相当する金額に達

するまで、毎事業年度剰余金の 10分の１以

上を、法第 49条の 4第 1項の準備金として

積立てるものとする。 

  ２．加入金、過怠金及び第 14条第1項但し書

の規定により払い戻しをしない金額は準備

金に繰り入れるものとする。 

（剰余金及び繰越金） 

第69条 一事業年度における総益金に総損金及び

繰越損益金を加減したものを剰余金とし、

第 68条の規定による準備金より納税引当金

を控除して、なお剰余金があるときは、総

代会の議決によりこれを組合員に配当し、

又は翌年事業年度に繰越すものとする。 

（剰余金の配当） 

第70条 剰余金の配当は総代会の議決を経て、年

1 割の範囲内において、毎事業年度末にお

ける剰余があるときは組合員の払込済出資

額に応じてし、なお剰余があるときは、組

合員がその事業年度において組合に支払っ
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た使用料又は手数料額その他この組合の事

業を利用した分量に応じてする。 

  ２．払込済出資額に応じてする配当金は、組

合員が出資払込を終るまではその払込に充

当するものとする。 

  ３．剰余金の配当の計算については、第 21

条第 2 項の規定を準用する。 

（損失金の処理） 

第71条 損失金のてん補は、第 68 条の準備金よ

り行うものとする。 

（職員退職給与引当金） 

第72条 この組合は毎事業年度末において、職員

退職給与引当金として職員給与額の 10分の

1 以上を計上することができる。 

 

第 11 章 解 散 

（解 散） 

第73条 この組合は次に掲げる事由により解散す

る。 

1) 総会の議決 

2) 破産 

3) 三重県知事の解散命令 

２．前項第 1号の決議は三重県知事の認可を

受けなければその効力を生じない。 

３．この組合が解散したときは、破産によ

る場合を除いては理事が清算人となる。

但し、総会において他人を選任したとき

はその限りでない。 

 

第 12 章 雑 則 

（規 約） 

第74条 この定款に定めるもののほか、役員の選

任、業務の執行及び会計その他の定款の施

行に必要な事項は、総代会の議決により規

約で定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１．この定款の変更部分は、変更の許可のあった

日から施行する。 

（昭和 37 年 3 月 10 日認可） 

（昭和 37 年７月 25 日認可） 

（昭和 38 年 6 月 18 日認可） 

（昭和 39 年 7 月 6 日認可） 

（昭和 40 年 6 月 21 日認可） 

（昭和 45 年 6 月 19 日認可） 

（昭和 50 年 7 月 22 日認可） 

（昭和 55 年 6 月 1 日認可） 

（平成 6 年 9 月 1 日認可） 

（平成 8 年 7 月 8 日認可） 

（平成 9 年 6 月 10 日認可） 

（平成 10 年 6 月 29 日認可） 

（平成 11 年 6 月 2 日認可） 

（平成 12 年 6 月 5 日認可） 

（平成 13 年 5 月 31 日認可） 

（平成 14 年 6 月 10 日認可） 

（平成 15 年 5 月 30 日認可） 

 （平成 19 年 9 月 30 日認可） 

 （平成 21 年 6 月 25 日認可）                              

 （平成 23 年 8 月 10 日認可） 

 （平成 24 年 8 月 2 日認可） 
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た使用料又は手数料額その他この組合の事

業を利用した分量に応じてする。 

  ２．払込済出資額に応じてする配当金は、組

合員が出資払込を終るまではその払込に充

当するものとする。 

  ３．剰余金の配当の計算については、第 21

条第 2 項の規定を準用する。 

（損失金の処理） 

第71条 損失金のてん補は、第 68 条の準備金よ

り行うものとする。 

（職員退職給与引当金） 

第72条 この組合は毎事業年度末において、職員

退職給与引当金として職員給与額の 10分の

1 以上を計上することができる。 

 

第 11 章 解 散 

（解 散） 

第73条 この組合は次に掲げる事由により解散す

る。 

1) 総会の議決 

2) 破産 

3) 三重県知事の解散命令 

２．前項第 1号の決議は三重県知事の認可を

受けなければその効力を生じない。 

３．この組合が解散したときは、破産によ

る場合を除いては理事が清算人となる。

但し、総会において他人を選任したとき

はその限りでない。 

 

第 12 章 雑 則 

（規 約） 

第74条 この定款に定めるもののほか、役員の選

任、業務の執行及び会計その他の定款の施

行に必要な事項は、総代会の議決により規

約で定める。 

 

附  則 

（施行期日） 

１．この定款の変更部分は、変更の許可のあった

日から施行する。 

（昭和 37 年 3 月 10 日認可） 

（昭和 37 年７月 25 日認可） 

（昭和 38 年 6 月 18 日認可） 

（昭和 39 年 7 月 6 日認可） 

（昭和 40 年 6 月 21 日認可） 

（昭和 45 年 6 月 19 日認可） 

（昭和 50 年 7 月 22 日認可） 

（昭和 55 年 6 月 1 日認可） 

（平成 6 年 9 月 1 日認可） 

（平成 8 年 7 月 8 日認可） 

（平成 9 年 6 月 10 日認可） 

（平成 10 年 6 月 29 日認可） 

（平成 11 年 6 月 2 日認可） 

（平成 12 年 6 月 5 日認可） 

（平成 13 年 5 月 31 日認可） 

（平成 14 年 6 月 10 日認可） 

（平成 15 年 5 月 30 日認可） 

 （平成 19 年 9 月 30 日認可） 

 （平成 21 年 6 月 25 日認可）                              

 （平成 23 年 8 月 10 日認可） 

 （平成 24 年 8 月 2 日認可） 

 （令和 2 年 6 月 29 日第 14 条 1 項） 
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地 区 所轄保健所 支部名 支 部 の 地 域 

桑員地区 桑名保健所 

桑 名 桑名市・木曾岬町 

員 弁 いなべ市・東員町 

三泗地区 

四日市保健所 

(朝日町・川越町・ 

菰野町は桑名保健所) 

富 田 四日市市北部地区・朝日町・川越町 

四日市 四日市市(富田・菰野支部に含まれる四日市市を除く) 

菰 野 菰野町・四日市市西部地区 

鈴亀地区 鈴鹿保健所 

神 戸 鈴鹿市東部地区 

白 子 鈴鹿市南部地区 

鈴鹿北部 鈴鹿市北部地区 

亀 山 亀山市 

中央地区 

津保健所 

(松阪市(旧)嬉野・ 

三雲町は松阪保健所) 

一身田 津市北部地区 

津 津 市(一身田・久居支部に含まれる津市を除く) 

久 居 津市久居地区以西・松阪市(旧)嬉野・三雲町 

松南地区 
松阪保健所 

(大紀町は伊勢保健所) 
松 阪 

松阪市(久居支部に含まれる松阪市を除く) 

多気町・明和町・大台町・大紀町 

勢志地区 伊勢保健所 

伊 勢 伊勢市・玉城町・南伊勢町・度会町 

志 摩 鳥羽市・志摩市 

伊賀地区 上野保健所 

上 野 伊賀市(名張市部に含まれる伊賀市を除く) 

名 張 名張市・伊賀市南部地区 

紀州地区 

尾鷲保健所 

紀 南 

尾鷲市・紀北町 

熊野保健所 熊野市・御浜町・紀宝町 

8 地区 9 保健所 18 支部 三 重 県 

〈別 表〉 



- 11 - 

 

◎地区及び支部規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第５条及び第

74 条に規定するところにより定める。  

（地区及び支部の設置） 

第２条  三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）は業務の運営円滑を期するため、

定款の定めるところにより、地区及び支

部を設置するほか、この規程に定めると

ころによる。 

（地区及び支部の名称） 

第３条  地区及び支部の名称は、三重県美容業

生活衛生同業組合○○地区、及び三重県

美容業生活衛生同業組合○○支部とす

る。 

（地 域） 

第４条  地区及び支部の地域は定款第５条の定

めるところによる。 

（資 格） 

第５条  組合員となる資格は、その支部の地域

内において美容所を開設する者とする。 

（加 入） 

第６条  組合員となるにはその所属する支部長

を経て、組合の定款に定める加入申込書

を組合に提出して承認を得るものとす

る。 

（脱 退） 

第７条  組合員はあらかじめ所属支部長を経て、

定款の定めるところにより脱退すること

ができる。 

（費用の負担） 

第８条  組合員は次の費用を負担する義務があ

るものとする。 

1） 合員は組合一般経費にあてるため、総

代会で定めた額の組合費を期限までに組

合に納めることとする。 

2） 組合員は支部一般経費にあてるため、

支部総会で定めた額の支部費を期限まで

に納めることとする。 

（費用の徴収） 

第９条  組合費及び支部費の徴収方法は、各支部

で徴収し、支部長はこれを取りまとめて毎

月 25 日までに組合費を組合に納入し、支 

部費は支部会計に納入するものとする。 

（役員及び総代） 

第10条 地区役員はその地区の支部役員の互選に

より選任し、支部役員は支部組合員の互選

により選任する。 

２．総代定数はその支部に所属する組合員数の

１０分の１とする。但し、端数がある場合は

１名増員するものとする。 

第11条 地区及び支部に次の役員をおく。 

＜地区役員＞ 

1） 地区長    １名 

2） 地区総務   １名以上 

3） 地区事業教育 １名以上 

4） 地区会計   １名 

5） 地区監事   １名以上 

＜支部役員＞ 

1） 支 部 長 

2） 支部総務   １名以上 

3） 支部事業教育 １名以上 

4） 支部会計   １名 

5） 支部監事   １名以上 

但し、支部長は総代の中より選任する。

又 2)及び 3)は必要な場合に選任する。 

（役員候補） 

第12条 支部は定款第５条に定められた別表によ

り各地区（ブロック）に所属し、定款第 45

条に定める役員候補を１名推薦することが

できる。但し、支部組合員数が 100 名を超

える支部は、100 名を超える毎に、役員候補

を 1 名増員することができる。 

２．理事会で推薦された組合関連の組織及び

団体の代表者、又はそれに準ずる者は、定

款第 45 条に定める役員候補となることが

できる。但し、定款第 48 条に定める役職に

は就くことができない。 

３．理事長の所属する支部は、必要な場合役

員候補を 1 名推薦することができる。 

（役員の任期） 

第13条 地区役員及び支部役員の任期は定款第

46 条の規定を準用する。 

（地区の事業） 

第14条 地区は定款第 7 条に定める事業及び組合

員相互の親睦を図る事業を実施することが

できる。但し、定款第７条の内第 1，2，3，

7，10，11，13 号に定める事業を除く。 

三重県美容業生活衛生同業組合

規約 
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２．前項の事業の内、定款第 7 条第 8 号に定

める事業を実施する場合、地区長は事前に

計画書を理事長に提出しなければならい。 

（事業年度） 

第15条 地区及び支部の事業年度は定款第 58 条

の規定を準用する。 

（規程の変更） 

第16条 この規定を変更しようとするときは、理

事会において出席構成員の３分の２以上の

多数による議決を経て、総代会で承認を求

める。 

（規程外事項） 

第17条 この規程に定めのない事項については組

合定款、規約を準用する。 

（規程の実施） 

第18条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日の通常総

会の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程の変更は、昭和 39 年 5 月 27 日

通常総会の議決によりこれを実施する。 

  ３．この規程の変更は、昭和 50 年 5 月 21 日

第 13 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

  ４．この規程の変更は、平成 9 年 5 月 26 日第

35 回通常総代会の議決によりこれを実施

する。 

５．この規程の変更は、平成 12 年 5 月 22 日

第 38 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

６．この規程の変更は、平成 14 年 5 月 20 日

第 40 回通常総代会の議決により、平成 15

年度より実施する。 

７．この規程の変更は、平成 15 年 5 月 19 日

第 41 回通常総（代）会の議決によりこれを

実施する。 

８．この規程の変更は、平成 16 年 5 月 18 日

第 42 回通常総代会の議決により、平成 16

年度から実施する。 

９．この規程の変更は、平成 21 年 5 月 17 日

第 47 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

 

◎総会又は総代会運営規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 22 条及び第

33 条の運営につき、第 74 条に規定すると

ころにより定める。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の総会又は総代会の議事は、定

款に規定するもののほかこの規程に定め

るところによる。 

（司会者） 

第３条 司会者は議長の選任が終るまでの、総会

又は総代会の運営にあたるものとする。 

  ２．司会者は理事の内 1 名がこれにあたるも

のとする。 

（資格審査委員会） 

第４条 総会又は総代会を開くに先立って、その

出席者の資格を確認するために資格審査

委員会（以下審査委員会という）を設け

る。 

  ２．審査委員会は、出席者の内から各支部に

各々1 名を推薦し、これを出席者に諮り委

員として構成し、その委員の互選によって

委員長をおく。 

  ３．審査委員会は直ちに出席者の資格審査を

行い、委員長より出席者に報告しなければ

ならない。 

  ４．審査委員会は総会又は総代会の閉会と同

時に解散するものとする。 

（成 立） 

第５条 前条第３項の報告を確認し、総会又は総

代会の成立要件が整った時総会又は総代

会は成立する。 

（議長、副議長） 

第６条 総会又は総代会に議長１名、副議長２名

以内をおく。 

  ２．議長、副議長は構成員の中から総会又は

総代会に諮って選出する。 

（議長、副議長の職務及び権限） 

第７条 議長は総会又は総代会の運営と進行に責

任を持ち、副議長は議長を補佐し、議長

事故ある場合はこれに代わるものとす

る。 

  ２．議事運営を故意に妨害する者あるときは、

議長は退場を命ずることができる。 

  ３．議長は議事の記録をとるために、総会又

は総代会の承認を得て書記を任命する。 

  ４．議長は議事日程より順次議事を進めるも

のとする。但し、定款に規定するところに
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２．前項の事業の内、定款第 7 条第 8 号に定

める事業を実施する場合、地区長は事前に

計画書を理事長に提出しなければならい。 

（事業年度） 

第15条 地区及び支部の事業年度は定款第 58 条

の規定を準用する。 

（規程の変更） 

第16条 この規定を変更しようとするときは、理

事会において出席構成員の３分の２以上の

多数による議決を経て、総代会で承認を求

める。 

（規程外事項） 

第17条 この規程に定めのない事項については組

合定款、規約を準用する。 

（規程の実施） 

第18条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日の通常総

会の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程の変更は、昭和 39 年 5 月 27 日

通常総会の議決によりこれを実施する。 

  ３．この規程の変更は、昭和 50 年 5 月 21 日

第 13 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

  ４．この規程の変更は、平成 9 年 5 月 26 日第

35 回通常総代会の議決によりこれを実施

する。 

５．この規程の変更は、平成 12 年 5 月 22 日

第 38 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

６．この規程の変更は、平成 14 年 5 月 20 日

第 40 回通常総代会の議決により、平成 15

年度より実施する。 

７．この規程の変更は、平成 15 年 5 月 19 日

第 41 回通常総（代）会の議決によりこれを

実施する。 

８．この規程の変更は、平成 16 年 5 月 18 日

第 42 回通常総代会の議決により、平成 16

年度から実施する。 

９．この規程の変更は、平成 21 年 5 月 17 日

第 47 回通常総代会の議決によりこれを実

施する。 

 

◎総会又は総代会運営規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 22 条及び第

33 条の運営につき、第 74 条に規定すると

ころにより定める。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の総会又は総代会の議事は、定

款に規定するもののほかこの規程に定め

るところによる。 

（司会者） 

第３条 司会者は議長の選任が終るまでの、総会

又は総代会の運営にあたるものとする。 

  ２．司会者は理事の内 1 名がこれにあたるも

のとする。 

（資格審査委員会） 

第４条 総会又は総代会を開くに先立って、その

出席者の資格を確認するために資格審査

委員会（以下審査委員会という）を設け

る。 

  ２．審査委員会は、出席者の内から各支部に

各々1 名を推薦し、これを出席者に諮り委

員として構成し、その委員の互選によって

委員長をおく。 

  ３．審査委員会は直ちに出席者の資格審査を

行い、委員長より出席者に報告しなければ

ならない。 

  ４．審査委員会は総会又は総代会の閉会と同

時に解散するものとする。 

（成 立） 

第５条 前条第３項の報告を確認し、総会又は総

代会の成立要件が整った時総会又は総代

会は成立する。 

（議長、副議長） 

第６条 総会又は総代会に議長１名、副議長２名

以内をおく。 

  ２．議長、副議長は構成員の中から総会又は

総代会に諮って選出する。 

（議長、副議長の職務及び権限） 

第７条 議長は総会又は総代会の運営と進行に責

任を持ち、副議長は議長を補佐し、議長

事故ある場合はこれに代わるものとす

る。 

  ２．議事運営を故意に妨害する者あるときは、

議長は退場を命ずることができる。 

  ３．議長は議事の記録をとるために、総会又

は総代会の承認を得て書記を任命する。 

  ４．議長は議事日程より順次議事を進めるも

のとする。但し、定款に規定するところに
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より緊急議案又は議事日程変更の動議成立

のときはその順序を変更することができ

る。 

（構成員の発言） 

第８条 総会又は総代会における発言は、その構

成員でなければ行うことができない。 

  ２．発言を行おうとする者は予め文書をもっ

て通告するか、又は挙手によってその意思

を表示し、議長の許可を受けなければなら

ない。 

  ３．発言にあっては必ず所属支部名及び氏名

を告げるものとする。 

（構成員の質問又は意見） 

第９条 構成員は議長の議事運営に対し、質問又

は意見を述べることができる。 

  ２．議長は前項の質問又は意見に対し、答弁

又はこれに応ずる措置を講じなければなら

ない。 

（提案者の発言） 

第10条 議長は提案の説明をするために提案者の

発言を許さなければならない。但し、簡単

なことで総会又は総代会の承認を得たとき

は省略することができる。 

（議案の質疑及び討論） 

第11条 構成員は議案に対して自由に質疑及び討

議を行うことができる。 

  ２．議長は質疑が終了したと認められたとき、

又打ち切りの動議が成立したときは質疑を

打ち切り討論に入る。 

  ３．議長は討論が終了したと認められたとき、

又は討論打ち切りの動議が成立したときは

討論を打ち切る。 

（採 決） 

第12条 議事の採決は総会又は総代会に諮り、挙

手、起立、又は無記名投票のいずれかによ

って行う。 

２．採決の為の無記名投票を行うときは、

議長は総会又は総代会に諮って投票管理

委員３名を選任し、投票ならびに開票の

管理にあたらせるものとする。 

（専門委員会） 

第13条 総会又は総代会は特定の議案又は事項に

ついて専門委員会を設け、これに審議を付

託することができる。 

  ２．前項の審議を附託せられた専門委員会は、

当該委員会における審議の経過と結果を総

会又は総代会に報告し、その承認を得なけ

ればならない。 

（規程の変更） 

第14条 この規程の変更は理事会において、出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第15条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程の変更は平成 9年 4月 28日第 1

回理事会の議決により一部変更する。 

  ３．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により一部変更する。 

 

◎役員の選挙選任規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 45 条、第 48

条及び第 74 条に規定するところによる。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の役員の選挙選任については、

定款に規定するもののほかこの規程に定め

るところによる。 

（選挙の定義） 

第３条 役員を選挙するときは単記無記名投票に

よって行う。 

（選任の定義） 

第４条 役員を選任するときは前条の方法によら

ず、選挙を除く他の方法をもって行う。 

（役員の選挙選任） 

第５条 選挙における投票は単記式無記名投票に

よる。 

  ２．有効投票の多数を得たる者を当選人とす

る。得票数が同数であるときはくじで当選

人を定める。 

（無効投票） 

第６条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

1) 所定の用紙を使用しないもの 

2) 訂正してあるもの 

3) 判断が困難なもの 

4) 第 5 条第 2 項の定めによらないもの 

（理事の役職の互選と承認） 
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より緊急議案又は議事日程変更の動議成立

のときはその順序を変更することができ

る。 

（構成員の発言） 

第８条 総会又は総代会における発言は、その構

成員でなければ行うことができない。 

  ２．発言を行おうとする者は予め文書をもっ

て通告するか、又は挙手によってその意思

を表示し、議長の許可を受けなければなら

ない。 

  ３．発言にあっては必ず所属支部名及び氏名

を告げるものとする。 

（構成員の質問又は意見） 

第９条 構成員は議長の議事運営に対し、質問又

は意見を述べることができる。 

  ２．議長は前項の質問又は意見に対し、答弁

又はこれに応ずる措置を講じなければなら

ない。 

（提案者の発言） 

第10条 議長は提案の説明をするために提案者の

発言を許さなければならない。但し、簡単

なことで総会又は総代会の承認を得たとき

は省略することができる。 

（議案の質疑及び討論） 

第11条 構成員は議案に対して自由に質疑及び討

議を行うことができる。 

  ２．議長は質疑が終了したと認められたとき、

又打ち切りの動議が成立したときは質疑を

打ち切り討論に入る。 

  ３．議長は討論が終了したと認められたとき、

又は討論打ち切りの動議が成立したときは

討論を打ち切る。 

（採 決） 

第12条 議事の採決は総会又は総代会に諮り、挙

手、起立、又は無記名投票のいずれかによ

って行う。 

２．採決の為の無記名投票を行うときは、

議長は総会又は総代会に諮って投票管理

委員３名を選任し、投票ならびに開票の

管理にあたらせるものとする。 

（専門委員会） 

第13条 総会又は総代会は特定の議案又は事項に

ついて専門委員会を設け、これに審議を付

託することができる。 

  ２．前項の審議を附託せられた専門委員会は、

当該委員会における審議の経過と結果を総

会又は総代会に報告し、その承認を得なけ

ればならない。 

（規程の変更） 

第14条 この規程の変更は理事会において、出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第15条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程の変更は平成 9年 4月 28日第 1

回理事会の議決により一部変更する。 

  ３．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により一部変更する。 

 

◎役員の選挙選任規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 45 条、第 48

条及び第 74 条に規定するところによる。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の役員の選挙選任については、

定款に規定するもののほかこの規程に定め

るところによる。 

（選挙の定義） 

第３条 役員を選挙するときは単記無記名投票に

よって行う。 

（選任の定義） 

第４条 役員を選任するときは前条の方法によら

ず、選挙を除く他の方法をもって行う。 

（役員の選挙選任） 

第５条 選挙における投票は単記式無記名投票に

よる。 

  ２．有効投票の多数を得たる者を当選人とす

る。得票数が同数であるときはくじで当選

人を定める。 

（無効投票） 

第６条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

1) 所定の用紙を使用しないもの 

2) 訂正してあるもの 

3) 判断が困難なもの 

4) 第 5 条第 2 項の定めによらないもの 

（理事の役職の互選と承認） 
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第７条 理事に当選した者は定款第 48 条の規定

により役職を互選する。 

  ２．前項の規定により選挙するときは第 5 条

第２項及び第６条を準用し、当該役職が複

数の場合は連記式無記名投票により得票多

数の者より順に選出する。 

  ３．前項における連記は当該役職数とし、同

一氏名を複数記入した投票用紙は無効とす

る。 

  ４．当該役職に対して立候補者又は被推薦者

が定数の場合は、出席理事の過半数の承認

をもって選任する。 

  ５．前３項における選挙選任の管理は監事が

これにあたり、決定された役職及び氏名を

総代会に報告する。 

  ６．定款第 48 条に規定する以外の役職につい 

ては、理事長がこれを選任する。 

（規程外事項） 

第８条 この規程に定めのない事項については、

その都度総会又は総代会の承認を得て運営

するものとする。 

（規程の変更） 

第９条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第10条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程は昭和 45 年 5 月 20 日第 8 回通

常総会の議決により一部変更する。 

  ３．この規程は平成 9 年 5 月 26 日第 35 回通

常総代会の議決により一部変更する。 

  ４．この規程は平成 12 年 4 月 3 日第 1 回理事

会の議決により一部変更する。 

 

◎理事会及び常任理事会運営規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 54 条及び第 57

条の運営につき、第 74 条に規定するところ

による。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の理事会の議事は、定款に規定

するもののほかこの規程に定めるところに

よる。 

（議 題） 

第３条 理事会の議題は理事長において発案する。 

  ２．各理事は自己の意見を議として提案する

ことができる。但し、この場合は予めその

趣旨を理事長に通告しなければならない。 

  ３．出席理事の３分の２以上の同意を得たと

きは、議長は予め通告した以外の事項を議

題とすることができる。 

（議 長） 

第４条 理事会の議長は理事長がこれにあたるこ

とを原則とするも、理事長が指名した理事

の一人が理事長に代わり議長になることが

できる。 

（成立の特例） 

第５条 理事会が定足数に達しなかったとき、及

び緊急を要する議題の場合は、常任理事会

において議決し執行することができる。 

  ２．前項の場合には次の理事会において追認

を求めなければならない。 

  ３．常任理事会とは常務理事以上をもって構

成する。 

（代 理） 

第６条 病気その他やむを得ない理由で理事会に

出席できない理事は、証明書を持参させた

支部役員を代理人として出席させることが

できる。但し、代理人は議案について当該

理事の意見を代わって述べることができる

が、議決に加わることはできない。 

（理事会の権限） 

第７条 理事は理事会において決定した事項につ

いて、その具体的細目を定め業務の執行を

決定する。 

  ２．理事会の議を経ていない事項について、

緊急の場合で理事会を招集するいとまのな

いときは、執行部会の決議により理事の責

任においてこれを執行することができる。 

  ３．業務執行については別に定める業務執行

規程による。 

（専務理事及び常務理事） 

第８条 専務理事は事務局を管理し、その庶務全

般を掌理すると共に事業運営の円滑な推進

と発展に努める。但し、事務局長が在任す

る場合はこれを選任しない。 

２．常務理事は組合業務を分掌する。 

（監事の出席） 
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第７条 理事に当選した者は定款第 48 条の規定

により役職を互選する。 

  ２．前項の規定により選挙するときは第 5 条

第２項及び第６条を準用し、当該役職が複

数の場合は連記式無記名投票により得票多

数の者より順に選出する。 

  ３．前項における連記は当該役職数とし、同

一氏名を複数記入した投票用紙は無効とす

る。 

  ４．当該役職に対して立候補者又は被推薦者

が定数の場合は、出席理事の過半数の承認

をもって選任する。 

  ５．前３項における選挙選任の管理は監事が

これにあたり、決定された役職及び氏名を

総代会に報告する。 

  ６．定款第 48 条に規定する以外の役職につい 

ては、理事長がこれを選任する。 

（規程外事項） 

第８条 この規程に定めのない事項については、

その都度総会又は総代会の承認を得て運営

するものとする。 

（規程の変更） 

第９条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第10条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程は昭和 45 年 5 月 20 日第 8 回通

常総会の議決により一部変更する。 

  ３．この規程は平成 9 年 5 月 26 日第 35 回通

常総代会の議決により一部変更する。 

  ４．この規程は平成 12 年 4 月 3 日第 1 回理事

会の議決により一部変更する。 

 

◎理事会及び常任理事会運営規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 54 条及び第 57

条の運営につき、第 74 条に規定するところ

による。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の理事会の議事は、定款に規定

するもののほかこの規程に定めるところに

よる。 

（議 題） 

第３条 理事会の議題は理事長において発案する。 

  ２．各理事は自己の意見を議として提案する

ことができる。但し、この場合は予めその

趣旨を理事長に通告しなければならない。 

  ３．出席理事の３分の２以上の同意を得たと

きは、議長は予め通告した以外の事項を議

題とすることができる。 

（議 長） 

第４条 理事会の議長は理事長がこれにあたるこ

とを原則とするも、理事長が指名した理事

の一人が理事長に代わり議長になることが

できる。 

（成立の特例） 

第５条 理事会が定足数に達しなかったとき、及

び緊急を要する議題の場合は、常任理事会

において議決し執行することができる。 

  ２．前項の場合には次の理事会において追認

を求めなければならない。 

  ３．常任理事会とは常務理事以上をもって構

成する。 

（代 理） 

第６条 病気その他やむを得ない理由で理事会に

出席できない理事は、証明書を持参させた

支部役員を代理人として出席させることが

できる。但し、代理人は議案について当該

理事の意見を代わって述べることができる

が、議決に加わることはできない。 

（理事会の権限） 

第７条 理事は理事会において決定した事項につ

いて、その具体的細目を定め業務の執行を

決定する。 

  ２．理事会の議を経ていない事項について、

緊急の場合で理事会を招集するいとまのな

いときは、執行部会の決議により理事の責

任においてこれを執行することができる。 

  ３．業務執行については別に定める業務執行

規程による。 

（専務理事及び常務理事） 

第８条 専務理事は事務局を管理し、その庶務全

般を掌理すると共に事業運営の円滑な推進

と発展に努める。但し、事務局長が在任す

る場合はこれを選任しない。 

２．常務理事は組合業務を分掌する。 

（監事の出席） 
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第９条 監事は各々理事会に出席し意見を述べる

ことができる。但し、議決には加わらない。 

（規程の変更） 

第10条 この規程の変更は、理事会において出席

理事の３分の２以上の多数による議決を必

要とする。 

（規程の実施） 

第11条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決により実施する。 

  ２．この規程の変更は、平成 6 年 3 月 30 日第

5 回理事会の議決により平成 6 年 4 月 1 日

より実施する。 

  ３．この規程の変更は、平成 8 年 3 月 25 日第

6 回理事会の議決により平成 8 年 4 月 1 日

より実施する。 

４．この規程の変更は、平成 12 年 4 月 3 日

第 1 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により、平成 14 年 4 月 1

日より実施する。 

 

◎顕 彰 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第７条第９号

の規定するところにより定める。 

（組合員の顕彰） 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）は組合員が次の各号の 1 に該当

するとき、理事会の議を経て理事長がこれ 

を顕彰することができる。 

1） 組合員の模範とするにたる行為のあっ

た者 

2） 美容業について有益な改良考案又は発

明などをした者 

3） 美容業について有益となる重大な献策

報告等をした者 

4） 永年美容所開設者であって業界に功労

があり、かつ他の組合員の模範となる者 

5） その他、理事会において顕彰するにたる

と認めた者 

（組合員の使用従業員の表彰） 

第 3 条 組合は組合員の使用する従業員が次の各

号の 1 に該当するときは、当該組合員の推

薦により、理事会の議を経て、理事長がこ

れを表彰することができる。 

1） 永年（5 年、10 年、15 年、20 年以上）

勤続者（家族従業員含む）であって他の従

業員の模範とすべき者 

2） 美容業について有益な改良考案または

発明などをした者 

3） その他理事会において表彰するにたる

と認めた者 

（表彰の申請） 

第 4 条 第２条、第３条の規定により顕彰又は表

彰される者の内、特に理事会において必要

と認めた者は、厚生労働大臣、全日本美容

業生活衛生同業組合連合会理事長、三重県

知事に表彰方を申請することができる。 

（規程の変更） 

第 5 条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第 6 条 この規程の実施は昭和 45 年 5 月 20 日通

常総会の議決によりこれを実施する。 

  ２. この規程の変更は昭和 50年 5月 7日第 1

回理事会の議決により、昭和 50 年 6 月 1

日よりこれを実施する。 

  ３．この規程の変更は平成 12 年 1 月 17 日第

4 回理事会の議決により実施する。 

  ４．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 16 年度、第 2 回理

事会の議決により実施する。 

 

◎旅 費 支 給 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 74 条に規定

するところにより定める。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の役員が、理事長の命により、

組合の業務のため出張するときは、本規程

により旅費等を支給する。 

（旅費の計算） 

第３条 役員の旅費計算は以下のとおりとする。 

１．県内においては、出発地から目的地まで

の最寄りの鉄道駅間の最短順路による普
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第９条 監事は各々理事会に出席し意見を述べる

ことができる。但し、議決には加わらない。 

（規程の変更） 

第10条 この規程の変更は、理事会において出席

理事の３分の２以上の多数による議決を必

要とする。 

（規程の実施） 

第11条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決により実施する。 

  ２．この規程の変更は、平成 6 年 3 月 30 日第

5 回理事会の議決により平成 6 年 4 月 1 日

より実施する。 

  ３．この規程の変更は、平成 8 年 3 月 25 日第

6 回理事会の議決により平成 8 年 4 月 1 日

より実施する。 

４．この規程の変更は、平成 12 年 4 月 3 日

第 1 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により、平成 14 年 4 月 1

日より実施する。 

 

◎顕 彰 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第７条第９号

の規定するところにより定める。 

（組合員の顕彰） 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）は組合員が次の各号の 1 に該当

するとき、理事会の議を経て理事長がこれ 

を顕彰することができる。 

1） 組合員の模範とするにたる行為のあっ

た者 

2） 美容業について有益な改良考案又は発

明などをした者 

3） 美容業について有益となる重大な献策

報告等をした者 

4） 永年美容所開設者であって業界に功労

があり、かつ他の組合員の模範となる者 

5） その他、理事会において顕彰するにたる

と認めた者 

（組合員の使用従業員の表彰） 

第 3 条 組合は組合員の使用する従業員が次の各

号の 1 に該当するときは、当該組合員の推

薦により、理事会の議を経て、理事長がこ

れを表彰することができる。 

1） 永年（5 年、10 年、15 年、20 年以上）

勤続者（家族従業員含む）であって他の従

業員の模範とすべき者 

2） 美容業について有益な改良考案または

発明などをした者 

3） その他理事会において表彰するにたる

と認めた者 

（表彰の申請） 

第 4 条 第２条、第３条の規定により顕彰又は表

彰される者の内、特に理事会において必要

と認めた者は、厚生労働大臣、全日本美容

業生活衛生同業組合連合会理事長、三重県

知事に表彰方を申請することができる。 

（規程の変更） 

第 5 条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第 6 条 この規程の実施は昭和 45 年 5 月 20 日通

常総会の議決によりこれを実施する。 

  ２. この規程の変更は昭和 50年 5月 7日第 1

回理事会の議決により、昭和 50 年 6 月 1

日よりこれを実施する。 

  ３．この規程の変更は平成 12 年 1 月 17 日第

4 回理事会の議決により実施する。 

  ４．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 16 年度、第 2 回理

事会の議決により実施する。 

 

◎旅 費 支 給 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 74 条に規定

するところにより定める。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の役員が、理事長の命により、

組合の業務のため出張するときは、本規程

により旅費等を支給する。 

（旅費の計算） 

第３条 役員の旅費計算は以下のとおりとする。 

１．県内においては、出発地から目的地まで

の最寄りの鉄道駅間の最短順路による普
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第９条 監事は各々理事会に出席し意見を述べる

ことができる。但し、議決には加わらない。 

（規程の変更） 

第10条 この規程の変更は、理事会において出席

理事の３分の２以上の多数による議決を必

要とする。 

（規程の実施） 

第11条 この規程は昭和 37 年 7 月 25 日通常総会

の議決により実施する。 

  ２．この規程の変更は、平成 6 年 3 月 30 日第

5 回理事会の議決により平成 6 年 4 月 1 日

より実施する。 

  ３．この規程の変更は、平成 8 年 3 月 25 日第

6 回理事会の議決により平成 8 年 4 月 1 日

より実施する。 

４．この規程の変更は、平成 12 年 4 月 3 日

第 1 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により、平成 14 年 4 月 1

日より実施する。 

 

◎顕 彰 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第７条第９号

の規定するところにより定める。 

（組合員の顕彰） 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）は組合員が次の各号の 1 に該当

するとき、理事会の議を経て理事長がこれ 

を顕彰することができる。 

1） 組合員の模範とするにたる行為のあっ

た者 

2） 美容業について有益な改良考案又は発

明などをした者 

3） 美容業について有益となる重大な献策

報告等をした者 

4） 永年美容所開設者であって業界に功労

があり、かつ他の組合員の模範となる者 

5） その他、理事会において顕彰するにたる

と認めた者 

（組合員の使用従業員の表彰） 

第 3 条 組合は組合員の使用する従業員が次の各

号の 1 に該当するときは、当該組合員の推

薦により、理事会の議を経て、理事長がこ

れを表彰することができる。 

1） 永年（5 年、10 年、15 年、20 年以上）

勤続者（家族従業員含む）であって他の従

業員の模範とすべき者 

2） 美容業について有益な改良考案または

発明などをした者 

3） その他理事会において表彰するにたる

と認めた者 

（表彰の申請） 

第 4 条 第２条、第３条の規定により顕彰又は表

彰される者の内、特に理事会において必要

と認めた者は、厚生労働大臣、全日本美容

業生活衛生同業組合連合会理事長、三重県

知事に表彰方を申請することができる。 

（規程の変更） 

第 5 条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の３分の２以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第 6 条 この規程の実施は昭和 45 年 5 月 20 日通

常総会の議決によりこれを実施する。 

  ２. この規程の変更は昭和 50年 5月 7日第 1

回理事会の議決により、昭和 50 年 6 月 1

日よりこれを実施する。 

  ３．この規程の変更は平成 12 年 1 月 17 日第

4 回理事会の議決により実施する。 

  ４．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日第

6 回理事会の議決により実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 16 年度、第 2 回理

事会の議決により実施する。 

 

◎旅 費 支 給 規 程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 74 条に規定

するところにより定める。 

第２条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の役員が、理事長の命により、

組合の業務のため出張するときは、本規程

により旅費等を支給する。 

（旅費の計算） 

第３条 役員の旅費計算は以下のとおりとする。 

１．県内においては、出発地から目的地まで

の最寄りの鉄道駅間の最短順路による普
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通運賃（往復）を支給する。但し、その距

離が 100km を超える場合は特別運賃を加算

する。 

  ２．県外への旅費は、出発地の最寄りの鉄道

駅から目的地までの最短順路の実費（往

復）を支給する。 

（出張中の事故） 

第４条 出張者は、出張中事故ありたるときは直

ちに理事長に報告し、その指示に従うもの

とする。 

（出張中の通信費） 

第５条 出張中の用務のために要した通信費は、

その請求により理事長が認めたとき実費支

給する。 

（宿泊料と日当） 

第６条 役員の出張宿泊料日当は次のとおりとす  

る。但し、宿泊料は 15,000 円を限度とし、

その実費を支給する。又日当（半日当）は

用務地に滞在した日数のみとする。 

内 訳 県  外 県  内 

宿泊料 15,000 円 15,000 円 

日 当 5,000 円 5,000 円 

半日当  3,000 円 

※半日当は午前又は午後、２時間程度以内の業務の

場合に支給する。 

２．総代及び組合員は役員に準ずる。 

（規程の変更） 

第７条 この規定を変更しようとするときは、理

事会において出席構成員の３分の２以上

の多数による議決を経て、総代会で承認を

求める。 

（規程の実施） 

第８条 この規程は昭和 3７年 7月 25日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程は昭和 46 年 5 月 26 日第 9 回通

常総代会の議決により、昭和 46 年 4 月 1

日より実施する。 

  ３．この規程は昭和 47 年 5 月 17 日第 10 回通

常総会の議決により、昭和 47 年 4 月 1 日

より実施する。  

４．この規程は昭和 48 年 5 月 23 日第 11 回

通常総代会の議決により、昭和 48 年 4 月 1

日より実施する。  

５．この規程は昭和 49 年 5 月 22 日第 12 回

通常総会の議決により、昭和 49 年 4 月 1

日より実施する。  

６．この規程は昭和 50 年 5 月 21 日第 13 回

通常総代会の議決により、昭和 50 年 4 月 1

日より実施する。 

７．この規程は昭和 51 年 5 月 19 日第 14 回

通常総会の議決により、昭和 51 年 4 月 1

日より実施する。  

８．この規程は昭和 52 年 5 月 18 日第 15 回

通常総代会の議決により、昭和 52年 4月 1

日より実施する。 

９．この規程は昭和 55 年 5 月 21 日 18 回通

常総会の議決により、昭和 55 年 4 月 1 日

より実施する。  

10．この規程は昭和 56 年 5 月 20 日第 19 回

通常総代会の議決により、昭和 56年 4月 1

日より実施する。  

11．この規程は昭和 60 年 5 月 22 日第 23 回

通常総代会の議決により、昭和 60年 4月 1

日より実施する。  

12．この規程は昭和 62 年 5 月 27 日第 25 回

通常総代会の議決により、昭和 62年 4月 1

日より実施する。 

13．この規程は平成 2 年 5 月 23 日第 28 回通

常総会の議決により、平成 2 年 4 月 1 日よ

り実施する。  

14．この規程は平成 9 年 5 月 26 日第 35 回通

常総代会の議決により、平成 9 年 4 月 1 日

より実施する。 

15．この規程は平成 14 年 5 月 20 日第 40 回

通常総代会の議決により、平成 14年 4月 1

日より実施する。 

 

◎顧問・相談役及び職員規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 52 条及び第 53

条の運用につき、定款第 74 条の規定により

定める。 

（顧問・相談役） 

第２条 顧問・相談役の委嘱は理事長が委嘱状を

交付して行い、その委嘱期間については定

款第 58 条の規定を準用する。 

（職 員） 
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通運賃（往復）を支給する。但し、その距

離が 100km を超える場合は特別運賃を加算

する。 

  ２．県外への旅費は、出発地の最寄りの鉄道

駅から目的地までの最短順路の実費（往

復）を支給する。 

（出張中の事故） 

第４条 出張者は、出張中事故ありたるときは直

ちに理事長に報告し、その指示に従うもの

とする。 

（出張中の通信費） 

第５条 出張中の用務のために要した通信費は、

その請求により理事長が認めたとき実費支

給する。 

（宿泊料と日当） 

第６条 役員の出張宿泊料日当は次のとおりとす  

る。但し、宿泊料は 15,000 円を限度とし、

その実費を支給する。又日当（半日当）は

用務地に滞在した日数のみとする。 

内 訳 県  外 県  内 

宿泊料 15,000 円 15,000 円 

日 当 5,000 円 5,000 円 

半日当  3,000 円 

※半日当は午前又は午後、２時間程度以内の業務の

場合に支給する。 

２．総代及び組合員は役員に準ずる。 

（規程の変更） 

第７条 この規定を変更しようとするときは、理

事会において出席構成員の３分の２以上

の多数による議決を経て、総代会で承認を

求める。 

（規程の実施） 

第８条 この規程は昭和 3７年 7月 25日通常総会

の議決によりこれを実施する。 

  ２．この規程は昭和 46 年 5 月 26 日第 9 回通

常総代会の議決により、昭和 46 年 4 月 1

日より実施する。 

  ３．この規程は昭和 47 年 5 月 17 日第 10 回通

常総会の議決により、昭和 47 年 4 月 1 日

より実施する。  

４．この規程は昭和 48 年 5 月 23 日第 11 回

通常総代会の議決により、昭和 48 年 4 月 1

日より実施する。  

５．この規程は昭和 49 年 5 月 22 日第 12 回

通常総会の議決により、昭和 49 年 4 月 1

日より実施する。  

６．この規程は昭和 50 年 5 月 21 日第 13 回

通常総代会の議決により、昭和 50 年 4 月 1

日より実施する。 

７．この規程は昭和 51 年 5 月 19 日第 14 回

通常総会の議決により、昭和 51 年 4 月 1

日より実施する。  

８．この規程は昭和 52 年 5 月 18 日第 15 回

通常総代会の議決により、昭和 52年 4月 1

日より実施する。 

９．この規程は昭和 55 年 5 月 21 日 18 回通

常総会の議決により、昭和 55 年 4 月 1 日

より実施する。  

10．この規程は昭和 56 年 5 月 20 日第 19 回

通常総代会の議決により、昭和 56年 4月 1

日より実施する。  

11．この規程は昭和 60 年 5 月 22 日第 23 回

通常総代会の議決により、昭和 60年 4月 1

日より実施する。  

12．この規程は昭和 62 年 5 月 27 日第 25 回

通常総代会の議決により、昭和 62年 4月 1

日より実施する。 

13．この規程は平成 2 年 5 月 23 日第 28 回通

常総会の議決により、平成 2 年 4 月 1 日よ

り実施する。  

14．この規程は平成 9 年 5 月 26 日第 35 回通

常総代会の議決により、平成 9 年 4 月 1 日

より実施する。 

15．この規程は平成 14 年 5 月 20 日第 40 回

通常総代会の議決により、平成 14年 4月 1

日より実施する。 

 

◎顧問・相談役及び職員規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業組

合定款（以下定款という）第 52 条及び第 53

条の運用につき、定款第 74 条の規定により

定める。 

（顧問・相談役） 

第２条 顧問・相談役の委嘱は理事長が委嘱状を

交付して行い、その委嘱期間については定

款第 58 条の規定を準用する。 

（職 員） 
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第３条 職員の就業、給与、定年については別に

就業規則、給与規程等で定める。 

２．前項における規則、規程等の変更は理事

会の承認を得るものとする。 

（規程の変更） 

第４条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の 3 分の 2 以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第５条 この規程は平成 17年 5月 16日第 43回通

常総代会の議決により実施する。 

 

◎災害見舞互助会規程 

（目 的） 

第１条  三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）の組合員が、災害により、死亡

または障害を負った場合、あるいはその財

産に損害を被った場合、この規程により見

舞金の贈呈、緊急支援、又必要な場合復興

支援を行う。 

（範 囲） 

第２条  前条の見舞金及び支援の対象は、地震、

台風、風水害等により災害救助法（昭和 22

年 10 月 18 日法律第 118 号）の適用を受け

た地域の範囲とする。 

  ２．前項以外の災害または範囲で、運営委員

が協議し、特に必要と認めた場合は前項の

規定に拘わらず、見舞金及び支援の対象と

することができる。 

（見舞金及び支援） 

第３条  災害に対する見舞金の額、または支援の

内容、方法については、その状態、状況に

応じ運営委員の協議により決定する。 

（調査及び報告） 

第４条  支部は、組合から被害状況の報告を求め

られたときは速やかに調査し、公正な報告

をする。 

  ２．前項の報告に際しては、被災組合員の、

店名・氏名・住所、被害状況、及び必要な

場合、その証明書、写真等を添付する。 

（運営委員） 

第５条  本会に組合理事の内から、理事長の指名

により、3 名（委員長 1 名、委員 2 名）の

運営委員を置く。 

  ２．運営委員は運営委員会を組織し、本規程

に定められた業務を協議する。 

（基 金） 

第６条  本会の目的を達成するため、災害見舞互

助会基金を毎年度、組合員から徴収する。 

２．災害見舞互助会基金の単年度徴収額は組

合理事会で決定する。 

3．災害見舞互助会基金の残額が不足した場

合は、運営委員会によりその額と時期を決

定し、組合員から特別に徴収することがで

きる。 

（会 計） 

第７条  本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始ま

り翌年 3 月 31 日までとし、基金会計の収

支報告を、毎事業年度終了後 2 ヶ月以内に

組合理事会に報告し、承認を得るものとす

る。 

（規程の変更） 

第８条  この規程の変更は組合理事会において、

出席構成員の過半数の議決を必要とする。 

（規程の実施） 

第９条  この規程は平成 17 年 7 月 4 日第 2 回理

事会の議決により、即日施行する。 

 

◎特別組合員規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合（以下組合という）に長年貢献し、高

齢化又は病気等により少なからず営業に支

障をきたす、という状況にあるものの、組

合運営に引き続き協力したいと希望する組

合員を、特別組合員として優遇し、組合組

織の強化発展に寄与することを目的とする。 

（資 格） 

第２条 特別組合員とは以下の各号全てに該当す

る者を言う。 

1) 組合員又は家族従業員の単独営業であ

ること 

2) 組合加入後満 30 年（通算）を経過して

いること 

3) 年齢が満 75 歳以上であること 

4) 体調不良や介護等やむをえない事由に

より定休日以外に頻繁に休業したり営業

に支障をきたしたりしていること 

（申 請） 
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第３条 職員の就業、給与、定年については別に

就業規則、給与規程等で定める。 

２．前項における規則、規程等の変更は理事

会の承認を得るものとする。 

（規程の変更） 

第４条 この規程の変更は、理事会において出席

構成員の 3 分の 2 以上の多数による議決を

必要とする。 

（規程の実施） 

第５条 この規程は平成 17年 5月 16日第 43回通

常総代会の議決により実施する。 

 

◎災害見舞互助会規程 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下

組合という）の組合員が、災害により、

その財産に損害を被った場合、この規程

により見舞金の支給、緊急支援、又必要

な場合復旧支援を行う。 

（範 囲） 

第２条 前条の見舞金及び支援の対象は、地震、

台風、風水害等により災害救助法の適用

を受けた地域、又は公的罹災証明書が発

給された店舗とし、組合共済会第 4 条 3）

に該当しない範囲とする。 

  ２．前項以外の災害または範囲で、理事長

及び運営委員が協議し、特に必要と認め

た場合は前項の規定に拘わらず、見舞金

及び支援の対象とすることができる。 

  ３．前２項の対象とは店舗の営業に直接影

響するものに限り、看板・外装・駐車場

等は除く。 

（見舞金及び支援） 

第３条 災害に対する見舞金の額は五万円以内

とし、支援の内容、方法については、そ

の状態、状況に応じ理事長及び運営委員

の協議により決定する。 

（調査及び報告） 

第４条 支部は、組合から被害状況の報告を求

められたときは速やかに調査し、公正な

報告をする。 

  ２．前項の報告に際しては、被災組合員の、

店名・氏名・住所、被害状況等を文書に

て組合事務局へ届ける。 

（見舞金の請求及び支援要請） 

第５条 被災組合員は災害見舞金請求書（支援

要請書）に、その被災状況の詳細を証明

できる罹災証明書及び写真等を添付して

請求する。 

２．前項の被災組合員が復旧支援も必要な

場合は災害見舞金請求書（復旧支援要請

書）に必要事項を記入し要請する。 

３、前２項の請求及び要請を組合員本人が

不可能な場合は、その親族（配偶者及び

1、2 親等者）が当該支部長の承認のもと

代理申請することができる。 

４．第３項の請求及び要請が不可能な場合、

当該支部長はその請求及び要請を組合員

に代わり代理申請することができる。 

５．前各項の請求及び要請は、その事由が

発生した日から 6 ヶ月以内に行われなけ

ればその権利は消滅する。 

（運営委員） 

第６条 本会に理事長（運営委員長）、及び理事

長の指名により組合役員の内から運営委

員３名を置く。 

  ２．運営委員は運営委員会を組織し、本規

程に定められた業務を協議、運営する。 

（基 金） 

第７条 本会の目的を達成するため、災害見舞

互助会基金を毎年度、組合員から徴収す

る。 

２．災害見舞互助会基金の単年度徴収額は

組合理事会で決定する。 

３．災害見舞互助会基金の残額が不足した

場合は、運営委員会によりその額と時期

を決定し、組合員から特別に徴収するこ

とができる。 

（会 計） 

第８条 本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始ま

り翌年 3 月 31 日までとし、基金会計の

収支報告を毎事業年度終了後 2 ヶ月以内

に組合理事会に報告し、承認を得るもの

とする。 

（規程の変更） 

第９条 この規程の変更は組合理事会において、

出席構成員の過半数の議決を必要とする。 

（規程の実施） 

第 10 条 この規程は平成 17 年 7 月 4 日第 2 回

理事会の議決により、即日施行する。 
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２． この規程は平成 30 年 12 月 3 日第 5

回理事会の議決により、即日施行する。 

 

◎特別組合員規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合（以下組合という）に長年貢献し、高

齢化又は病気等により少なからず営業に支

障をきたす、という状況にあるものの、組

合運営に引き続き協力したいと希望する組

合員を、特別組合員として優遇し、組合組

織の強化発展に寄与することを目的とする。 

（資 格） 

第２条 特別組合員とは以下の各号全てに該当す

る者を言う。 

1) 組合員又は家族従業員の単独営業であ

ること 

2) 組合加入後満 30 年（通算）を経過して

いること 

3) 年齢が満 70 歳以上であること 

4) 体調不良や介護等やむをえない事由に

より定休日以外に頻繁に休業したり営業

に支障をきたしたりしていること 

（申 請） 

第３条 前条の各号全てに該当する組合員で、希

望者は特別組合員申請書を支部を経由して

理事長へ提出することができる。 

  ２．特別組合員は、第 2 条各号のいずれかに

該当しなくなったとき、速やかに支部を経

由して理事長へ届けなければならない。 

（特別組合員証） 

第４条 理事長は、特別組合員申請が適正である

と認められる場合、支部を経由して当該組

合員に特別組合員証を発行する。 

（特典及び義務） 

第５条 特別組合員は以下の特典及び義務を負う。 

1) 一般組合員と同様の待遇を組合（本部）

から受けることができる 

2) 希望者は組合本部、支部等の役職に就く

ことが免除される 

3) 組合費等の減免（本部組合費の半額）を

受けることができる 

4) 支部費等の減免は各支部において決定

する。 

5) 全美連「美容所賠償責任補償制度」に加

入しなければならない 

  ２．前項第 3 号の対象及び詳細は組合理事会

において決定する。 

（資格の喪失） 

第６条 次の場合に特別組合員は資格を失う。 

1) 死亡 

2) 組合員でなくなったとき 

3) 組合除名処分をうけたとき 

4) 第 2 条の条件のいずれかに該当しなく

なったとき 

（規程の変更） 

第７条 この規程の変更は組合理事会において、

出席構成員の過半数の議決を必要とする。 

（規程の実施） 

第８条 この規程は平成 18 年 4 月 17 日第 1 回理

事会の議決により、平成 18 年 6 月１日から

施行する。 

２．この規定の変更は平成 25 年 12 月 9 日

第 4 回理事会の議決により平成 26 年 1

月 1 日から施行する。 

３．この規定の変更は平成 28 年 5 月 16 日

第 54 回総代会の議決により平成 28 年 5

月 17 日から施行する。 

  ４．この規程の変更は平成 30 年 12 月 3 日

第 5 回理事会の議決により即日実施する。 

  ５．この規定の変更は令和２年６月１日第

58 回総代会の議決により即日実施する。 

 

三重県美容業生活衛生同業組合 

◎共済見舞金制度規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 7 条第 15

号により設置し、三重県美容業生活衛生

同業組合共済見舞金制度（以下共済会と

いう）と称す。 

（目 的） 

第２条 本会は会員相互の共済及び福利増進を

図ることを目的とする。 

（加入と会員） 

第３条 本会は三重県美容業生活衛生同業組合

員（以下組合員という）及びその従業員

（美容師免許取得者）をもって組織する。 
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２． この規程は平成 30 年 12 月 3 日第 5
回理事会の議決により、即日施行する。 

 
◎特別組合員規程 

（目 的） 
第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合（以下組合という）に長年貢献し、高

齢化又は病気等により少なからず営業に支

障をきたす、という状況にあるものの、組

合運営に引き続き協力したいと希望する組

合員を、特別組合員として優遇し、組合組

織の強化発展に寄与することを目的とする。 
（資 格） 
第２条 特別組合員とは以下の各号全てに該当す

る者を言う。 
 組合員又は家族従業員の単独営業であ

ること 
 組合加入後満 30 年（通算）を経過して

いること 
 年齢が満 歳以上であること 
 体調不良や介護等やむをえない事由に

より定休日以外に頻繁に休業したり営業

に支障をきたしたりしていること 
（申 請） 
第３条 前条の各号全てに該当する組合員で、希

望者は特別組合員申請書を支部を経由して

理事長へ提出することができる。 
２．特別組合員は、第 2 条各号のいずれかに

該当しなくなったとき、速やかに支部を経

由して理事長へ届けなければならない。 
（特別組合員証） 
第４条 理事長は、特別組合員申請が適正である

と認められる場合、支部を経由して当該組

合員に特別組合員証を発行する。 
（特典及び義務） 
第５条 特別組合員は以下の特典及び義務を負う。 

 一般組合員と同様の待遇を組合（本部）

から受けることができる 
 希望者は組合本部、支部等の役職に就く

ことが免除される 
 組合費等の減免（本部組合費の半額）を

受けることができる 
 支部費等の減免は各支部において決定

する。 

 全美連「美容所賠償責任補償制度」に加

入しなければならない 
２．前項第 3 号の対象及び詳細は組合理事会

において決定する。 
（資格の喪失） 
第６条 次の場合に特別組合員は資格を失う。 

 死亡 
 組合員でなくなったとき 
 組合除名処分をうけたとき 
 第 2 条の条件のいずれかに該当しなく

なったとき 
（規程の変更） 
第７条 この規程の変更は組合理事会において、

出席構成員の過半数の議決を必要とする。 
（規程の実施） 
第８条 この規程は平成 18 年 4 月 17 日第 1 回理

事会の議決により、平成 18 年 6 月１日から

施行する。 
２．この規定の変更は平成 年 月 日

第 回理事会の議決により平成 年

月 日から施行する。

３．この規定の変更は平成 年 月 日

第 回総代会の議決により平成 年

月 日から施行する。

４．この規程の変更は平成 年 月 日、

第 回理事会の議決により即日実施する。

三重県美容業生活衛生同業組合

◎共済見舞金制度規程

（規程の準拠）

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 条第

号により設置し、三重県美容業生活衛生

同業組合共済見舞金制度（以下共済会と

いう）と称す。

（目 的）

第２条 本会は会員相互の共済及び福利増進を

図ることを目的とする。

（加入と会員）

第３条 本会は三重県美容業生活衛生同業組合

員（以下組合員という）及びその従業員

（美容師免許取得者）をもって組織する。

２．組合員は全員本会に入会するを本則と

する。但し、一店舗１口とし、複数加入

70
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２． この規程は平成 30 年 12 月 3 日第 5

回理事会の議決により、即日施行する。 

 

◎特別組合員規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同業

組合（以下組合という）に長年貢献し、高

齢化又は病気等により少なからず営業に支

障をきたす、という状況にあるものの、組

合運営に引き続き協力したいと希望する組

合員を、特別組合員として優遇し、組合組

織の強化発展に寄与することを目的とする。 

（資 格） 

第２条 特別組合員とは以下の各号全てに該当す

る者を言う。 

1) 組合員又は家族従業員の単独営業であ

ること 

2) 組合加入後満 30 年（通算）を経過して

いること 

3) 年齢が満 70 歳以上であること 

4) 体調不良や介護等やむをえない事由に

より定休日以外に頻繁に休業したり営業

に支障をきたしたりしていること 

（申 請） 

第３条 前条の各号全てに該当する組合員で、希

望者は特別組合員申請書を支部を経由して

理事長へ提出することができる。 

  ２．特別組合員は、第 2 条各号のいずれかに

該当しなくなったとき、速やかに支部を経

由して理事長へ届けなければならない。 

（特別組合員証） 

第４条 理事長は、特別組合員申請が適正である

と認められる場合、支部を経由して当該組

合員に特別組合員証を発行する。 

（特典及び義務） 

第５条 特別組合員は以下の特典及び義務を負う。 

1) 一般組合員と同様の待遇を組合（本部）

から受けることができる 

2) 希望者は組合本部、支部等の役職に就く

ことが免除される 

3) 組合費等の減免（本部組合費の半額）を

受けることができる 

4) 支部費等の減免は各支部において決定

する。 

5) 全美連「美容所賠償責任補償制度」に加

入しなければならない 

  ２．前項第 3 号の対象及び詳細は組合理事会

において決定する。 

（資格の喪失） 

第６条 次の場合に特別組合員は資格を失う。 

1) 死亡 

2) 組合員でなくなったとき 

3) 組合除名処分をうけたとき 

4) 第 2 条の条件のいずれかに該当しなく

なったとき 

（規程の変更） 

第７条 この規程の変更は組合理事会において、

出席構成員の過半数の議決を必要とする。 

（規程の実施） 

第８条 この規程は平成 18 年 4 月 17 日第 1 回理

事会の議決により、平成 18 年 6 月１日から

施行する。 

２．この規定の変更は平成 25 年 12 月 9 日

第 4 回理事会の議決により平成 26 年 1

月 1 日から施行する。 

３．この規定の変更は平成 28 年 5 月 16 日

第 54 回総代会の議決により平成 28 年 5

月 17 日から施行する。 

  ４．この規程の変更は平成 30 年 12 月 3 日

第 5 回理事会の議決により即日実施する。 

  ５．この規定の変更は令和２年６月１日第

58 回総代会の議決により即日実施する。 

 

三重県美容業生活衛生同業組合 

◎共済見舞金制度規程 

（規程の準拠） 

第１条 この規程は三重県美容業生活衛生同業

組合定款（以下定款という）第 7 条第 15

号により設置し、三重県美容業生活衛生

同業組合共済見舞金制度（以下共済会と

いう）と称す。 

（目 的） 

第２条 本会は会員相互の共済及び福利増進を

図ることを目的とする。 

（加入と会員） 

第３条 本会は三重県美容業生活衛生同業組合

員（以下組合員という）及びその従業員

（美容師免許取得者）をもって組織する。 
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  ２．組合員は全員本会に入会するを本則と

する。但し、一店舗１口とし、複数加入

者（支店加入）の場合は第４条１）及び

２）の給付を一口分とする。 

  ３．従業員は自由加入とし、組合員の要請

により、所属支部長の承認によって会員

となることができる。但し、第４条 3）

の給付を除く。 

（共済会の事業） 

第４条 本会は第２条の目的を達成する為次の

事業を行う。 

1） 死亡弔慰金の給付 

2） 疾病障害見舞金の給付 

3） 災害見舞金の給付 

4） 廃業による退会者への還付金の給付 

5） 会員の福利厚生に関する施設、及びそ

の事業 

２．前 3）の給付対象は店舗部分に限り、

境界が不明な場合は案分して勘案する。 

（資格の喪失） 

第５条 会員が次の各号の１に該当するときは、

その時点から会員の資格を失う。 

1） 死亡 

2） 廃業による退会又は組合員の資格を

喪失したとき 

3） 県外に転出のとき 

（権利と会費） 

第６条 会員は第４条により給付を受ける権利

及び施設並びに事業を利用する権利を有

し、別に定める会費を納入する義務を負

う。但し、複数加入者及び従業員に対す

る給付はそれぞれの規定による。 

第７条 前条の権利は他人に譲渡し、又は担保

に供することはできない。 

（加入申込と加入金） 

第８条 組合員は組合加入と同時に、共済会加

入申込書及び加入金を提出して会員とな

る。 

  ２．従業員が会員となるには前項によるほ

か、組合員の要請及び所属支部長の承認

を得て会員となる。 

（継続加入） 

第９条 組合員が会員となった日より３年を経

ずして退会するときは、その後継者は継

続加入することができる。 

  ２．前項の後継者とは定款第 11 条に定める

者とする。 

（給付金額） 

第10条 第４条 1)、2)、3)、4)、各号の給付の

額については別表に定める。但し、会の充

実、時勢の変化進展に応じ、理事会の議を

経てこれを変更又は増減額することがで

きる。 

（程度、等級の判定） 

第11条 災害の程度及び見舞金の等級の判定は、

理事長及び運営委員が行い、必要な場合は

当該見舞金請求会員の所属支部長も加わ

ることができる。 

（給付の請求） 

第12条 給付は会員又は遺族の請求により行う。

但し、次の各号に該当する場合はその一部、

又は全部を給付しないことがある。 

1） 不時の事態により多数の死亡者が同

時にあった場合 

2） 天災地変により同時に多数の被災者

がでた場合 

3） 死亡弔慰金、傷害、災害見舞金の給付

の原因が会員の故意によるとき 

4） 給付金を受ける原因に虚偽の事項が

あったとき 

5） 会員が義務履行をしないとき 

6） 給付金の請求受領に不備の事実があ

ったとき 

（給付請求期間） 

第13条 給付はその原因である事実が発生した

日から 6 ヶ月以内に請求しなければ受給

の権利は消滅する。 

（追 給） 

第14条 疾病、災害等により給付を受けたる後、

病状又は災害が加害した場合にはその状

況により追給することができる。但し、追

給は治療期間中の変化、入院の延長に限り、

前給分を差引くものとする。 

（経 由） 

第15条 給付金の請求及び給付金の授受は所属

支部長を経由して行う。 

（原 資） 

第16条 本会の基金及び経費は次のものをもっ

てあてる。 

1） 加入金及び会費 
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2） 寄付金 

3） その他の収入 

（会 計） 

第17条 本会の収支は特別会計とし、独立した

基金予算を計上するものとする。なお、予

算に定めた各科目の金額は理事会の議決

を経て科目流用することができる。 

（基 金） 

第18条 基金は本会の主目的たる給付に支障な

きを期するため、常に保有すべき資金の限

度を定め他の用途に流用することを禁ず。

限度額については毎事業年度当初の理事

会において決定するものとする。 

（基金保全） 

第19条 基金は理事会の議決により前条以外の

資金をもって事業資金に充当し、又は特別

の出支等を行う場合のほか、全て信用ある

金融機関に預け入れなければならない。 

（加入金と会費の納入） 

第20条 会員は入会と同時に加入金のほか、会

費を毎月 25 日までに所属支部長を経由し

て会に納入しなければならない。 

1) 加入金    1,000 円  

2) 会費(月)      200 円 

（運営委員） 

第21条 本会に理事長（運営委員長）、及び理事

長の指名により組合役員の内から運営委

員３名をおく。 

第22条 運営委員は委員会を組織し、本会の業

務を執行する。 

第23条 委員はその職務遂行のために要した費

用及び旅費等は、実費支弁を受けることが

できる。  

（職 員）  

第24条 会の業務を行うため専任の職員をおく

ことができる。   

  ２．事務局長は兼務とし、委員の命を受け

業務全般を処理する。   

  ３．書記は事務局長の指示に従い庶務に従

事する。   

（会員台帳）  

第25条 本会に会員台帳を備え、常に各支部の

加入者情報を把握し、その台帳の整備にあ

たるものとする。 

（支給条件等） 

第26条 災害見舞金支給対象となる店舗は公的

罹災証明書を交付された届け出店舗とす

る。但し、共済会運営委員会で認めたもの

はその限りではない。 

２．疾病障害見舞金を受給した会員が、そ

の後同要因にて複数回入院した場合は、

その入院日数を累計した当該見舞金から

既支給分を差し引いて給付する。但し、

同年度内の入院を対象とする。 

３．会員の死亡による葬儀式に際しては理

事長名により供花一基を送る。 

４．在会期間中に疾病障害見舞金、災害見

舞金の一方又は両方の給付を受けた会員

には退会還付金を支給しない。 

（規程の変更）  

第27条 この規程の変更は、理事会において出

席構成員の３分の２以上の多数による議

決を必要とする。 

（規程の実施）  

第28条 この規程は昭和 40 年 5 月 15 日第 3 回

通常総代会の議決により、昭和 40 年 2 月

1 日より実施する。  

  ２．この規程の変更は昭和 46 年 11 月 26

日第 5 回理事会の議決により、昭和 46

年 12 月 1 日より実施する。  

３．この規程の変更は昭和 51 年 4 月 28 日

第 1 回理事会の議決により、昭和 51 年 6

月 1 日より実施する。 

４．この規程の変更は平成 5 年 3 月 31 日第

7 回理事会の議決により、平成 5 年 4 月 1

日より実施する。 

  ５．この規程の変更は平成 9 年 4 月 28 日第

1 回理事会の議決により、平成 9 年 4 月 1

日より実施する。 

６．この規程の変更は平成 11 年 12 月 6 日

第 3 回理事会の議決により実施する。 

７．この規程の変更は平成 14 年 3 月 19 日

第 6 回理事会の議決により、平成 14 年 4

月 1 日より実施する。 

８．この規程の変更は平成 22 年 4 月 26 日

第 1 回理事会の議決により、平成 22 年 4

月 1 日より実施する。 

９．この規程の変更は平成 25 年 5 月 20 日

第 51 回通常総代会の議決により、平成

25 年 5 月 21 日より実施する。 
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10．この規程の変更は平成 30 年 12 月 3 日

第 5 回理事会の議決により、即日実施す

る。 

 

 

 

 

 

◎理事会傍聴規則 

（目 的） 

第１条 本組合の様々な事業を運営・実施するた

めの活動方針を審議決定する理事会を広

く組合員に公開し、情報公開の一環とする

と共に、直接理事会を傍聴することにより

事業への理解と参加意識を高め、積極的な

協力を促進することを目的とする。 

（定員・資格） 

第２条 １回の理事会につき、傍聴人の定員は５

名とする。但し、傍聴人は組合員とし、傍

聴希望者が６名以上の場合は申し込み先着

順とする。 

（申 込） 

第３条 傍聴希望者は支部を通じて組合事務局へ

申し込み、傍聴券及び傍聴規則の交付を受

けた場合にのみ傍聴できる。 

（交 付） 

第４条 理事長は、傍聴申込者が適格である場合

は、傍聴券及び傍聴規則を交付する。 

（傍 聴） 

第５条 傍聴人は会議当日傍聴券を持参し、所属

支部長の確認の後、理事会開会までに会議

場の指定された傍聴席に着座しなければな

らない。 

（禁止事項） 

第６条 傍聴人は会議中、会議の進行、議案の審

議に支障をきたす次の行為をしてはなら

ない。【無許可発言、拍手、貼紙、襷、写

真・ビデオ撮影、録音、飲食等】 

第７条 傍聴人は審議中及び採決時に、議案に対

して賛否の意思表示及び行為をしてはなら

ない。 

（指示・退場） 

第８条 傍聴人は、会議中議長の指示があった場

合はその指示に従わなければならない。 

第９条 議長は、傍聴人が本規則に違反した場合、

あるいは指示に従わない場合は退場させ

ることができる。 

（費用負担） 

第 10 条 傍聴人が傍聴に要する費用は、すべて傍

聴人の負担とする。 

（その他） 

第 11 条 この規則に定めるものの他、傍聴に関し

必要な事項は議長が裁定する。 

＜別 表＞ 

1) 給付金表（還付金表） 

2) 死亡給付金請求書 

3) 療養見舞金請求書 

4) 災害見舞金請求書 

5) 退会還付金請求書 

6) 共済会加入申込書 

7) 従業員加入申込書 

8) 給付金受領書 

9) 加入者台帳 

 

＜給付金表＞ 

区 分 組合員 従業員 

死亡弔慰金 100,00 円 100,00 円 

疾

病 

障 

害 

見 

舞 

金 

入 院 

1 年以上 

180 日以上 

90 日以上 

60 日以上 

30 日以上 

14 日以上 

5 日以上 

80,000 円 

60,000 円 

50,000 円 

40,000 円 

35,000 円 

20,000 円 

15,000 円 

80,000 円 

60,000 円 

50,000 円 

40,000 円 

35,000 円 

20,000 円 

15,000 円 

災 

害 

見 

舞 

金 

(店舗) 

全焼・全壊 

半焼・半壊 

 

200,000 円 

100,000 円 

 

＜還付金表＞ 

区 分 在会年数 還付金 

転業・廃業 

による退会 

還付金 

満 40 年以上 

満 30 年以上 

満 20 年以上 

満 15 年以上 

満 10 年以上 

満 5 年以上 

15,000 円 

12,500 円 

10,000 円 

7,500 円 

5,000 円 

2,500 円 
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10．この規程の変更は平成 30 年 12 月 3 日

第 5 回理事会の議決により、即日実施す

る。 

 

 

 

 

 

◎理事会傍聴規則 

（目 的） 

第１条 本組合の様々な事業を運営・実施するた

めの活動方針を審議決定する理事会を広

く組合員に公開し、情報公開の一環とする

と共に、直接理事会を傍聴することにより

事業への理解と参加意識を高め、積極的な

協力を促進することを目的とする。 

（定員・資格） 

第２条 １回の理事会につき、傍聴人の定員は５

名とする。但し、傍聴人は組合員とし、傍

聴希望者が６名以上の場合は申し込み先着

順とする。 

（申 込） 

第３条 傍聴希望者は支部を通じて組合事務局へ

申し込み、傍聴券及び傍聴規則の交付を受

けた場合にのみ傍聴できる。 

（交 付） 

第４条 理事長は、傍聴申込者が適格である場合

は、傍聴券及び傍聴規則を交付する。 

（傍 聴） 

第５条 傍聴人は会議当日傍聴券を持参し、所属

支部長の確認の後、理事会開会までに会議

場の指定された傍聴席に着座しなければな

らない。 

（禁止事項） 

第６条 傍聴人は会議中、会議の進行、議案の審

議に支障をきたす次の行為をしてはなら

ない。【無許可発言、拍手、貼紙、襷、写

真・ビデオ撮影、録音、飲食等】 

第７条 傍聴人は審議中及び採決時に、議案に対

して賛否の意思表示及び行為をしてはなら

ない。 

（指示・退場） 

第８条 傍聴人は、会議中議長の指示があった場

合はその指示に従わなければならない。 

第９条 議長は、傍聴人が本規則に違反した場合、

あるいは指示に従わない場合は退場させ

ることができる。 

（費用負担） 

第 10 条 傍聴人が傍聴に要する費用は、すべて傍

聴人の負担とする。 

（その他） 

第 11 条 この規則に定めるものの他、傍聴に関し

必要な事項は議長が裁定する。 

＜別 表＞ 

1) 給付金表（還付金表） 

2) 死亡給付金請求書 

3) 療養見舞金請求書 

4) 災害見舞金請求書 

5) 退会還付金請求書 

6) 共済会加入申込書 

7) 従業員加入申込書 

8) 給付金受領書 

9) 加入者台帳 

 

＜給付金表＞ 

区 分 組合員 従業員 

死亡弔慰金 100,00 円 100,00 円 

病 

障 

害 

見 

舞 

金 

入 院 

1 年以上 

180 日以上 

90 日以上 

60 日以上 

30 日以上 

14 日以上 

5 日以上 

80,000 円 

60,000 円 

50,000 円 

40,000 円 

35,000 円 

20,000 円 

15,000 円 

80,000 円 

60,000 円 

50,000 円 

40,000 円 

35,000 円 

20,000 円 

15,000 円 

災 

害 

見 

舞 

金 

(店舗) 

全焼・全壊 

半焼・半壊 

 

200,000 円 

100,000 円 

 

＜還付金表＞ 

区 分 在会年数 還付金 

転業・廃業 

による退会 

還付金 

満 40 年以上 

満 30 年以上 

満 20 年以上 

満 15 年以上 

満 10 年以上 

満 5 年以上 

15,000 円 

12,500 円 

10,000 円 

7,500 円 

5,000 円 

2,500 円 
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（規則の変更） 

第 12 条 この規則の変更は、理事会において出席

理事の過半数の議決を要する。 

（付 則） 

１．この規則は、平成 13 年 9 月 18 日から施行

する。 

 

◎選手激励基金要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下、

組合という）の代表またはそれに準ずる者

として、全日本美容技術選手権大会や国際

大会等に出場する組合員、あるいはその従

業員に対し、組合はその負担を軽減し、か

つ応援するため選手激励基金を設置する。 

（基 金） 

第２条 基金は次の各号により構成する。 

   （１）組合員からの寄付金 

   （２）一般寄付金 

   （３）その他 

第３条 基金として積み立てる額は選手への激励

金を賄える額を目標とする。 

第４条 基金は毎年開催される全日本美容技術選

手権大会等に出場する選手に対し、その参

加費の一部として、また競技の健闘に報い

る報奨金として贈る。 

（運 用） 

第５条 この組合に基金運用委員会を置く。 

第６条 基金運用委員会は理事長、副理事長をも

って構成する。 

第７条 基金運用委員会は理事長が招集し、必要

事項について協議する。 

（報 告） 

第８条 基金は、組合理事長が信用ある金融機関

に預け保管する。また、基金の収支を毎年

度終了後速やかに理事会に報告する。 

（要綱の変更） 

第９条 この要綱の変更は、理事会において出席

理事の過半数を要する。 

（付 則） 

１．この要綱は、平成 12 年 10 月 1 日から運用

する。 

 

 

◎脱退・廃業者(店)の共済事業取扱要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）を脱退・廃業した者（店）が

加入する共済事業について、組合員の共

済制度という主旨に基づき、非組合員と

なった者（店）が速やかに各共済制度か

ら脱退するよう組合が取り扱う。 

（取 扱） 

第 2 条 第 1 条の目的のため脱退・廃業者（店）

の加入する各共済制度について組合は次

のように取り扱うこととする。 

1. 総合福祉共催制度について、脱退・廃業

した元組合員及び従業員が 1 ヶ月以内に

脱退手続きを終えない場合、組合が代理

としてその手続きを行うことができる。 

2. 美容所賠償責任補償制度について、脱退

した元組合店は掛金が年払いのためその

年の 9 月 1 日までは補償が継続されるが、

それ以降は組合が代理として脱退手続き

を行うことができる。また、廃業店が 1

ヶ月以内に脱退手続きを終えない場合は

組合が代理として中途脱退手続きを行う

ことができる。但し、中途脱退による掛

金の返金はない。 

3. 休業補償共済制度について、脱退した加

入者は掛金が年払いのためその年の 10月

1 日まで補償が継続されるが、それ以降は

組合が代理で脱退手続きを行うことがで

きる。但し、他の職業に転職した場合は 1

ヶ月以内に中途脱退手続きを行ってもら

う。また、同じく廃業した加入者は中途

脱退となるが、手続きには本人の署名・

捺印が必要なため廃業後 1 ヶ月以内に手

続きを行ってもらう。但し、10 月 1 日の

契約更新時には組合が代理として脱退手

続きを行うことができる。中途脱退の場

合は掛金の一部返金がある。 

（要綱の変更） 

第 3 条 この要綱の変更は、理事会において出   

席理事の過半数の同意を要する。 

（付 則） 

この要綱は平成 29 年 4 月 17 日から運用する。 
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（規則の変更） 

第 12 条 この規則の変更は、理事会において出席

理事の過半数の議決を要する。 

（付 則） 

１．この規則は、平成 13 年 9 月 18 日から施行

する。 

 

◎選手激励基金要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下、

組合という）の代表またはそれに準ずる者

として、全日本美容技術選手権大会や国際

大会等に出場する組合員、あるいはその従

業員に対し、組合はその負担を軽減し、か

つ応援するため選手激励基金を設置する。 

（基 金） 

第２条 基金は次の各号により構成する。 

   （１）組合員からの寄付金 

   （２）一般寄付金 

   （３）その他 

第３条 基金として積み立てる額は選手への激励

金を賄える額を目標とする。 

第４条 基金は毎年開催される全日本美容技術選

手権大会等に出場する選手に対し、その参

加費の一部として、また競技の健闘に報い

る報奨金として贈る。 

（運 用） 

第５条 この組合に基金運用委員会を置く。 

第６条 基金運用委員会は理事長、副理事長をも

って構成する。 

第７条 基金運用委員会は理事長が招集し、必要

事項について協議する。 

（報 告） 

第８条 基金は、組合理事長が信用ある金融機関

に預け保管する。また、基金の収支を毎年

度終了後速やかに理事会に報告する。 

（要綱の変更） 

第９条 この要綱の変更は、理事会において出席

理事の過半数を要する。 

（付 則） 

１．この要綱は、平成 12 年 10 月 1 日から運用

する。 

 

 

◎脱退・廃業者(店)の共済事業取扱要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）を脱退・廃業した者（店）が

加入する共済事業について、組合員の共

済制度という主旨に基づき、非組合員と

なった者（店）が速やかに各共済制度か

ら脱退するよう組合が取り扱う。 

（取 扱） 

第 2 条 第 1 条の目的のため脱退・廃業者（店）

の加入する各共済制度について組合は次

のように取り扱うこととする。 

1. 総合福祉共催制度について、脱退・廃業

した元組合員及び従業員が 1 ヶ月以内に

脱退手続きを終えない場合、組合が代理

としてその手続きを行うことができる。 

2. 美容所賠償責任補償制度について、脱退

した元組合店は掛金が年払いのためその

年の 9 月 1 日までは補償が継続されるが、

それ以降は組合が代理として脱退手続き

を行うことができる。また、廃業店が 1

ヶ月以内に脱退手続きを終えない場合は

組合が代理として中途脱退手続きを行う

ことができる。但し、中途脱退による掛

金の返金はない。 

3. 休業補償共済制度について、脱退した加

入者は掛金が年払いのためその年の 10月

1 日まで補償が継続されるが、それ以降は

組合が代理で脱退手続きを行うことがで

きる。但し、他の職業に転職した場合は 1

ヶ月以内に中途脱退手続きを行ってもら

う。また、同じく廃業した加入者は中途

脱退となるが、手続きには本人の署名・

捺印が必要なため廃業後 1 ヶ月以内に手

続きを行ってもらう。但し、10 月 1 日の

契約更新時には組合が代理として脱退手

続きを行うことができる。中途脱退の場

合は掛金の一部返金がある。 

（要綱の変更） 

第 3 条 この要綱の変更は、理事会において出   

席理事の過半数の同意を要する。 

（付 則） 

この要綱は平成 29 年 4 月 17 日から運用する。 
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（規則の変更） 

第 12 条 この規則の変更は、理事会において出席

理事の過半数の議決を要する。 

（付 則） 

１．この規則は、平成 13 年 9 月 18 日から施行

する。 

 

◎選手激励基金要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下、

組合という）の代表またはそれに準ずる者

として、全日本美容技術選手権大会や国際

大会等に出場する組合員、あるいはその従

業員に対し、組合はその負担を軽減し、か

つ応援するため選手激励基金を設置する。 

（基 金） 

第２条 基金は次の各号により構成する。 

   （１）組合員からの寄付金 

   （２）一般寄付金 

   （３）その他 

第３条 基金として積み立てる額は選手への激励

金を賄える額を目標とする。 

第４条 基金は毎年開催される全日本美容技術選

手権大会等に出場する選手に対し、その参

加費の一部として、また競技の健闘に報い

る報奨金として贈る。 

（運 用） 

第５条 この組合に基金運用委員会を置く。 

第６条 基金運用委員会は理事長、副理事長をも

って構成する。 

第７条 基金運用委員会は理事長が招集し、必要

事項について協議する。 

（報 告） 

第８条 基金は、組合理事長が信用ある金融機関

に預け保管する。また、基金の収支を毎年

度終了後速やかに理事会に報告する。 

（要綱の変更） 

第９条 この要綱の変更は、理事会において出席

理事の過半数を要する。 

（付 則） 

１．この要綱は、平成 12 年 10 月 1 日から運用

する。 

 

 

◎脱退・廃業者(店)の共済事業取扱要綱 

（目 的） 

第１条 三重県美容業生活衛生同業組合（以下組

合という）を脱退・廃業した者（店）が

加入する共済事業について、組合員の共

済制度という主旨に基づき、非組合員と

なった者（店）が速やかに各共済制度か

ら脱退するよう組合が取り扱う。 

（取 扱） 

第 2 条 第 1 条の目的のため脱退・廃業者（店）

の加入する各共済制度について組合は次

のように取り扱うこととする。 

1. 総合福祉共催制度について、脱退・廃業

した元組合員及び従業員が 1 ヶ月以内に

脱退手続きを終えない場合、組合が代理

としてその手続きを行うことができる。 

2. 美容所賠償責任補償制度について、脱退

した元組合店は掛金が年払いのためその

年の 9 月 1 日までは補償が継続されるが、

それ以降は組合が代理として脱退手続き

を行うことができる。また、廃業店が 1

ヶ月以内に脱退手続きを終えない場合は

組合が代理として中途脱退手続きを行う

ことができる。但し、中途脱退による掛

金の返金はない。 

3. 休業補償共済制度について、脱退した加

入者は掛金が年払いのためその年の 10月

1 日まで補償が継続されるが、それ以降は

組合が代理で脱退手続きを行うことがで

きる。但し、他の職業に転職した場合は 1

ヶ月以内に中途脱退手続きを行ってもら

う。また、同じく廃業した加入者は中途

脱退となるが、手続きには本人の署名・

捺印が必要なため廃業後 1 ヶ月以内に手

続きを行ってもらう。但し、10 月 1 日の

契約更新時には組合が代理として脱退手

続きを行うことができる。中途脱退の場

合は掛金の一部返金がある。 

（要綱の変更） 

第 3 条 この要綱の変更は、理事会において出   

席理事の過半数の同意を要する。 

（付 則） 

この要綱は平成 29 年 4 月 17 日から運用する。 
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◎本部直轄組合員制度規程 

（目的） 

第１条 この規程は、三重県美容業生活衛生同

業組合（以下組合という）の組合員や組

合加入希望者で、高齢化や育児、介護、

また開業後間もなく業務に専念したい、

地域に馴染めない性格等により、日常の

組合とのつきあいや役員を務めること

が困難な状況にあるものの、組合員のメ

リットを理解し、組合運営に引き続き協

力したいと希望する組合員及び組合加

入希望者を、新たに本部直轄組合員とし

て処遇することを通じ組合脱退・廃業を

防ぎ、新規加入者を獲得することで組織

強化に資することを目的とする。 

（名称） 

第 2 条 三重県美容業生活衛生同業組合本部直

轄組合員、通称「三重支部」（以下三重支

部という）と称する。 

（資格） 

第 3 条 三重支部員とは以下の各号の１に該当

する者を言う。 

1) 組合新規加入者、または組合加入後 3

年以内の者であること。 

2) 組合加入後 30 年（通算）を経過し年齢

が 75 歳以上で一人営業者であること。 

3) 組合員自身が一人営業者で育児・介護

等の事情がある者。 

4) 特別組合員に認定されている組合員で

あること。 

5) 県内に複数店有する組合員で本店以外

の店舗であること。 

（申請） 

第４条 前条の各号に該当する組合員、または

組合加入希望者は三重支部員認定申請書

に所定の費用を添えて、支部を経由して

理事長へ提出するものとする。その場合

各支部長は申請書の提出を妨げる言動を

してはならない。 

（支部員証） 

第５条 理事長は、三重支部員認定申請が適正

であると認められる場合、支部を経由し

て当該組合員、または組合加入希望者に

「本部直轄組合証」を発行する。 

（資格の喪失） 

第６条 三重支部員は、第３条各号のいずれか

に該当しなくなったときは速やかに支部

を経由して理事長へ届けなければならな

い。 

（特典及び義務） 

第７条 三重支部員は以下の特典及び義務を負

う。 

1) 一般組合員と同様の待遇を組合（本部）

から受けることができる。 

2) 希望者は組合本部、支部等の役職に就

くことが免除される。但し、三重支部

の運営に係る役職は当分の間理事長、

及び理事長の指名する者が代行する。 

3) 加入、転属、転出等の手続きや組合費

等の収受及びその他の事務的処理は

本部事務局が行う。 

4) 新規加入者は出資金・加入手数料等を

支払い、他支部からの転属は別途とす

る。 

5) 組合費（本部・支部）及び共済会費等

の納入は三重支部の銀行口座へ各自

振り込むものとする。 

6) 各事業の案内や配布物については組

合本部からメール便もしくは直接店

舗へ送る。 

7) 全美連「美容所賠償責任補償制度」に

加入しなければならない。 

（組合費及びその他の経費） 

第８条 本部組合費及び支部費、その他の経費

は理事会において決定する。 

（規程の変更） 

第９条 この規程の変更は理事会において出席

構成員の３分の２以上の議決を経て、総代

会で承認を求める。 

（規程の実施） 

第 10 条 この規程は平成 30 年 5 月 21 日第 56

回総（代）会の議決により平成 30 年 4

月 1 日から施行する。 
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【三重支部員加入金と組合費等の額と納入】 

支部員は加入と同時に出資金、加入金（新規

加入）のほか以下に定める会費・経費を「三重

支部」へ納入しなければならない。 

1）組合加入時に必要な金額 

◎組合出資金  １口 2,000 円 

◎組合加入手数料   5,000 円 

◎組合共済会加入金  1,000 円 

 １．上記計 8,000 円 

◎賦課金 

メール便代 3,000 円（年 12 回） 

組合新聞代  400 円（年 6 回） 

災害義援金  500 円（年間） 

選手激励金  300 円（年間） 

美容政治連盟 200 円（年間） 

美容所賠償責任補償 1,600 円（年間） 

2．4～6 月加入時 合計 6,000 円 

3．7～9 月加入時    3,700 円 

4．10～12 月加入時   2,500 円 

5．1～3 月加入時    1,200 円 

※加入時必要金額 

 1．+（2．～5．）の合計金額 

  ◎標準営業約款（S マーク）新規登録 

    9,900 円（3 年間）※希望者のみ 

2）毎年必要な金額 

  上記 1）の 2．の金額（6,000 円） 

 

3) 毎月必要な金額 

    ◎組合費     1,200 円 

    ◎組合共済費    200 円 

    ◎連絡・郵送費   500 円 

    ◎支部委託費   1,000 円 

    ◎事務取扱手数料 1,000 円 

    6．上記合計 3.900 円 

    7．従業員費（1 名） 200 円 

    8．組合実施事業に必要な費用が生じ

たとき 

   4）納入金額と入金方法（毎年度） 

    ①年度上半期分（4～9 月分） 

     2）6,000 円 +  3）6．3,900 円×6 

     ＝29,400 円 ※+  3）7．+  3）8． 

     を 4 月 25 日までに組合へ納入する。 

    ②年度下半期分（10～3 月分） 

     3）6．3,900 円×6＝23,400 円 

      ※+  3）7．+  3）8． 

     を 10 月 25 日までに組合へ納入する。 

    ③上記①、②のそれぞれの金額を下記

口座へ振り込むか、現金書留で郵送、

又は直接事務教へ持参する。 

 

【振込口座】 

   百五銀行 津駅西口支店 普通  

２７７８８３ 三重県美容組合 

    〒514-0006 津市広明町 112－2 

          TEL 059-228-6841 


